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(57)【要約】
【課題】より少ないエネルギーで海水を淡水化すること
が可能な脱塩処理膜を提供する。
【解決手段】本実施形態によれば、脱塩膜と、この脱塩
膜に密着して配置され、シランカップリング処理された
基材とを備えたことを特徴とする脱塩処理膜が提供され
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脱塩膜の真水側に修飾基材を配置し、前記脱塩膜の前記真水側とは反対側に塩水を接触
させ、前記修飾基材が担持している機能性基によって浸透圧を誘発させ、当該塩水側から
前記脱塩膜の真水側に水を浸透させ移動させる脱塩処理方法であって、前記修飾基材が、
アミノ基を含み、塩形態にある機能性基若しくはポリアミンを含む機能性基が担持された
基材、またはイオン交換樹脂、その粉砕物若しくはイオン交換ろ紙から構成されている基
材である方法。
【請求項２】
　密閉処理容器と、この処理容器を第１の室と第２の室とに区画するための脱塩膜と、前
記脱塩膜の第２の室側近傍に配置された、アミノ基を含み、塩形態にある機能性基を担持
する基材と、前記第１の室が位置する前記処理容器に設けられた第１の流入口と、前記第
２の室に位置する前記処理容器に設けられた第２の流入口と、前記第２の室に位置する前
記処理容器に設けられた流出口と、前記第１の室に前記第１の流入口を通して収容された
塩水と、前記第２の室に前記第２の流入口を通して収容される真水とを具備する脱塩処置
装置。
【請求項３】
　前記アミノ基を含み、塩形態にある機能性基のカチオンが、カチオン性のポリエチレン
イミンである請求項２に記載の脱塩処理装置。
【請求項４】
　前記塩形態における対イオンが、塩素イオンである請求項３に記載の脱塩処理装置。
【請求項５】
　前記基材が、シリカ粒子である請求項２～４の何れか１項に記載の脱塩処理装置。
【請求項６】
　脱塩膜と、この脱塩膜に密着して配置され、式（XI）で表される構造単位を有する機能
性基が担持された基材とを備える脱塩処理膜；
【化１】

ここで、Ｒ４は、アルキレン基もしくは芳香族基であり、Ｒ５は、ポリアミン、ハロゲン
または担体となるポリマーのいずれかである。
【請求項７】
　前記機能性基が、ポリアミンとハロゲン化アルキル基含有架橋剤を反応させて得られた
機能性基である請求項６に記載の脱塩処理膜。
【請求項８】
　密閉処理容器と、この処理容器を第１の室と第２の室とに区画するための請求項６また
は７に記載の脱塩処理膜と、前記第１の室が位置する前記処理容器に設けられた第１の流
入口と、前記第２の室に位置する前記処理容器に設けられた第２の流入口と、前記第２の
室に位置する前記処理容器に設けられた流出口と、前記第１の室に前記第１の流入口を通
して収容された塩水と、前記第２の室に前記第２の流入口を通して収容される真水とを具
備し、前記機能性基が担持される脱塩処理膜の面は、前記真水が収納される前記第２の室
側に配置される脱塩処置装置。
【請求項９】
　脱塩膜と、
この脱塩膜に密着して配置され、イオン交換樹脂、その粉砕物およびイオン交換ろ紙から
なる群より選択された基材と、
を備える脱塩処理膜を用いて、塩水から水を取り出す脱塩処理方法であって、前記脱塩処
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理膜の前記脱塩膜を前記塩水側に配置し、前記基材を真水側に配置する脱塩処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、海水などの塩水を脱塩するための脱塩処理膜、脱塩処理方法およ
び脱塩処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、海水淡水化方法においては、逆浸透膜（ＲＯ膜）法が広く実用化されている。浸
透膜に対して浸透圧の逆方向に５５気圧をかけて３．５重量％海水から真水を取り出すの
が逆浸透圧淡水化法（ＲＯ法）である。
【０００３】
　ＲＯ法に関連して、疎水性の高分子膜に電解質モノマーを直接グラフト重合させた高分
子電解質膜を利用した場合には膜通過流量が増大することが知られている。
【０００４】
　他方、脱塩方法には正浸透膜海水淡水化法（ＦＯ法）と呼ばれる方法も知られている。
この方法は、ＲＯ法と同様な浸透膜を用い、支持膜側に海水より高濃度の炭酸アンモニウ
ム水を配置し、圧力をかけることなく、炭酸アンモニウムの浸透圧により真水を引き込む
。その後、炭酸アンモニウム溶液を６０℃に加熱し、炭酸とアンモニアを分離して水から
取り除く。これにより、真水が得られる。
【０００５】
　また、イオン性基または非イオン性基を有する複合半透膜が存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平０１－２４２１０６号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｅｌ－Ｓａｙｅｄ　ｅｔ　ａｌ　．，Ｒａｄｉａｔ．Ｐｈｙｓ．Ｃｈｅ
ｍ．Ｖｏｌ．３３，Ｎｏ１，　ｐｐ１３－１８，　（１９８９）．Ｅ．Ｂｉｔｔｅｎｃｏ
ｕｒｔ　ｅｔ　ａｌ．．Ｊ．　Ａｐｐｌ．　Ｐｏｌｙ．　Ｓｃｉ．，Ｖｏｌ　２６．　ｐ
ｐ２８９７－２９０６　（１９８１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本実施形態は、より少ないエネルギーで海水を淡水化することが可能な脱塩処理膜、脱
塩処理方法および脱塩処理装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本実施形態によれば、脱塩膜と、この脱塩膜に密着して配置され、シランカップリング
処理された基材とを備えたことを特徴とする脱塩処理膜が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施形態の脱塩処理膜の例を示す図。
【図２】実施形態の脱塩処理装置の例を示す図。
【図３】実施形態の脱塩処理膜の例を示す図。
【図４】実施形態の脱塩処理装置の例を示す図。
【図５】実施形態の脱塩処理膜の例を示す図。
【図６】実施形態の脱塩処理装置の例を示す図。
【図７】実施形態の脱塩処理膜の例を示す図。
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【図８】実施形態の脱塩処理装置の例を示す図。
【図９】シリンジ試験装置を示す図。
【図１０】シリンジ試験装置を示す図。
【図１１】高圧試験装置を示す図。
【図１２】シリンジ試験装置を示す図。
【図１３】シリンジ試験の結果を示すグラフ。
【図１４】実施形態の脱塩処理膜の例を示す図。
【図１５】実施形態の脱塩処理装置の例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　実施形態では、機能性基を脱塩膜の近傍に配置することにより、脱塩膜を含む脱塩処理
膜に対して浸透圧を生ずることが可能になる。これを利用することにより、従来よりも多
くの流量で海水から真水を得ることが可能になる。
【００１２】
　機能性基を脱塩膜の近傍に配置するために、機能性基が結合された基材（即ち、「修飾
基材」）を脱塩膜に密着させてもよく、機能性基を直接に脱塩膜に結合させてもよい。
【００１３】
　＜第１の実施形態＞
　以下、第１の実施形態に係る脱塩処理膜、脱塩処理方法および脱塩処理装置を詳細に説
明する。
【００１４】
　実施形態に係る脱塩処理膜は、脱塩膜と、この脱塩膜に密着して配置され、シランカッ
プリング処理された基材とを備える。脱塩処理膜１は、具体的には図１に示すように脱塩
膜２と、この脱塩膜２に密着して配置され、シランカップリング処理された修飾基材３と
を備える。修飾基材３は、基材４と、この基材４の脱塩膜２とは反対側の面にシランカッ
プリング剤に由来する基が機能性基５として導入されている。
【００１５】
　このような脱塩処理膜を用いて塩水から水（真水）を取り出す脱塩処理方法は、脱塩処
理膜の脱塩膜を塩水側に配置し、基材を真水側に配置する。
【００１６】
　正浸透圧海水淡水化法は、基本的に海水から真水を吸収し、回収する。このため、海水
よりも塩分濃度の高い溶液を浸透膜の海水と反対側に位置させ、海水の水が浸透膜を浸透
するのに必要な浸透圧を誘発し、水を塩分濃度の高い溶液に移動させる。塩は、従来、塩
化アンモニウムを用いている。
【００１７】
　塩化アンモニウムは、水への溶解度が高く、かつ６０℃で分解し、気体としてアンモニ
アと二酸化炭素を放出するため、残った水は真水になる。
【００１８】
　実施形態は、前記塩分濃度の高い溶液の代わりにシランカップリング処理された修飾基
材を脱塩膜に密着して配置する。すなわち、脱塩膜に前記修飾基材を密着させて配置した
脱塩処理膜を用いて脱塩処理する方法において、脱塩膜を海水側に、修飾基材を真水側に
配置する。このとき、修飾基材に導入されたシランカップリング剤に基づく機能性基は海
水の水が脱塩膜を浸透するのに必要な浸透圧を誘発させる作用を有する。即ち、修飾基材
に導入されたシランカップリング剤に基づく機能性基は、脱塩膜の海水側から真水側に向
う浸透圧を生じることが可能である。また、導入された機能性基は、脱塩膜を浸透した水
で膨潤するが、一定の温度範囲内で溶解することがない。さらに、それらの機能性基は修
飾基材に結合されているため、基材から遊離せず、安定的に基材表面に留まる。その結果
、脱塩膜から浸透した水は修飾基材を通して真水側に安定的に移動し、回収される。つま
り、塩分濃度の高い塩化アンモニウム溶液を用いる従来方法では、海水の水を浸透膜を浸
透させ、塩化アンモニウム溶液に移動させ、その後、６０℃以上で加熱してアンモニアと
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二酸化炭素を気体として放出する操作が必要であるが、実施形態では加熱処理が不要にな
る。また、従来行われているＲＯ法と比較して、同じ大きさの圧力を加えた場合であって
も、多くの流量で迅速に塩水から真水にする可能であり、低い圧力を加えた場合において
も塩水から真水を生じることが可能である。従って、従来に比較して、低エネルギーで塩
水を淡水化することが可能になる。
【００１９】
　脱塩膜２は、浸透膜として利用されている、例えば酢酸セルロース膜、ポリアミド膜な
どを用いることができる。脱塩膜は、４５～２５０μｍの厚さを有することが好ましい。
【００２０】
　基材４は、例えば紙、木綿、キュプラ、レーヨン、銅アンモニアレーヨンのようなセル
ロース膜、布、樹脂膜を用いることができる。中でも、加圧下での脱塩膜の損傷を防止す
ることが可能なろ紙のような柔軟な紙または不織布が好ましい。また、圧損ができるだけ
少なくなるように、より通水性の高い基材であることが好ましい。例えば、基材４は、１
～１００μｍの厚さを有することが好ましい。
【００２１】
　また、基材４は、必ずしも浸透膜全体を覆う必要はない。例えば、単数または複数の繊
維状またはビーズ状であってもよい。単数または複数の繊維状の場合、セルロース膜、布
、樹脂膜の断片またはそれらを解すことにより得られる繊維であってもよい。
【００２２】
　或いは、ビーズ状の樹脂を基材４として使用してもよい。その場合、使用される樹脂は
、例えば、ポリビニルアルコール、セルロース、加工セルロースおよびポリアクリル酸な
ど、シランカップリング剤の導入が可能な樹脂であればよい。シランカップリング処理さ
れた基材４を「シランカップリング基材」とも称する。ビーズ状の樹脂の大きさは、０．
０１ｍｍ～２ｍｍであってよく、水の通過を考えると１ｍｍ～５ｍｍであってよい。
【００２３】
　また、ビーズ状の樹脂または繊維が配置される領域は、必ずしも脱塩膜全体を覆うもの
でなくともよい。例えば、海水に接する脱塩膜の面積の高圧の場合などにおいて、８０％
～９５％を覆うように配置されればよいと推定される。脱塩膜側に対して、圧が加えられ
ても、加えられなくてもよい。その場合、配置されるビーズ状の樹脂または繊維の基材４
の大きさは、０．０１ｍｍ～５ｍｍ、好ましくは１ｍｍ～５ｍｍであればよい。
【００２４】
　シランカップリング処理とは、シランカップリング剤が導入された基材であってよい。
シランカップリング剤とは、例えば、シランに直接結合した炭素からなる置換基に水と親
和性の高い構造が導入されているものであればよい。水と親和性の高い構造とは、例えば
、－ＯＨ、－ＮＨ２、ＮＨ－、－Ｎ＝、－ＮＨ３

＋、－ＮＨ２
＋－および＝Ｎ＋＝などで

ある。
【００２５】
　シランカップリング剤は、例えば、Ｎ－２－（アミノエチル）－３－アミノプロピルメ
チルジメトキシシラン、Ｎ－２－（アミノエチル）－３－アミノプロピルトリメトキシシ
ラン、Ｎ－２－（アミノエチル）－３－アミノプロピルトリエトキシシラン、３－アミノ
プロピルトリメトキシシラン、３－アミノプロピルトリエトキシシラン、３－トリエトキ
シシリル－Ｎ－（１，３－ジメチル－ブチリデン）プロピルアミン、Ｎ－フェニル－３－
アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－（ビニルベンジル）－２－アミノエチル－３－
アミノプロピルトリメトキシシラン、（３－ウレイドプロピル）トリメトキシシラン、（
３－ウレイドプロピル）トリエトキシシラン、およびトリメチル［３－（トリエトキシシ
リル）プロピル］アンモニウムクロリドなどが挙げられる。これらは、酸、塩基またはそ
の他の対イオンと共に、塩構造および/または錯体構造にあってもよい。
【００２６】
　シランカップリング処理された修飾基材３は、例えば、基材４と、前記基材４に担持さ
れた塩形態にあるアミノシランとを具備してもよい。基材４とそれに塩形態にあるアミノ



(6) JP 2016-13555 A 2016.1.28

10

20

30

40

50

シランは、Ｈ２ＮＣＨ２ＣＨ２ＮＨＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉをその構造の一部分として有
してもよい。例えば、好ましいアミノシランは、以下の式Ｉのような塩形態にある機能性
基として基材に担持されて具備されてもよい。
【化１】

【００２７】
　式Ｉの塩形態の機能性基において、アミノシランは、アンモニウムカチオンであり、更
に、その対イオンとしてのアニオンが存在する。水中では、これらの対イオンは互いに遊
離した状態にある。
【００２８】
　好ましいアミノシランの例は、Ｎ－２－（アミノエチル）－３－アミノプロピルメチル
ジメトキシシラン、Ｎ－２－（アミノエチル）－３－アミノプロピルトリメトキシシラン
である。好ましくは、これらのアミノシランは何れもアンモニウムカチオンとして塩形態
で存在する。アンモニウムカチオンに対する好ましい対イオンは、Ｃｌ－、Ｂｒ－、Ｉ－

、などである。
【００２９】
　修飾基材３に対するシランカップリング剤の導入率は、例えば、５％～８０％であって
よく、好ましくは６０％～８０％である。ここで、シランカップリング剤の導入率とは、
修飾基材３のＯＨ基のモル数に対する導入されるシランカップリング剤の結合割合である
。修飾基材３へのシランカップリング剤の導入率は、海水の塩濃度より高くするために修
飾基材３に対して５０％以上にすることが好ましい。
【００３０】
　修飾基材３と脱塩膜２との密着は、修飾基材３と脱塩膜２の両方に存在する孔における
液体通過を妨げないように、達成されればよく、例えば、単なる貼り付けでも高圧下で密
着するが、枠などの支持体による抑え込み、ネットによる押さえ込み、その他の構造によ
る押さえ込み、および当該基材と当該膜との周辺部の熱溶融、当該基材と当該膜との周辺
部の接着剤による接着などにより達成されればよい。
【００３１】
　また、修飾基材３と脱塩膜２とを密着させる際には、脱塩膜２の活性層側に配置させる
ことが好ましい。脱塩膜２の「活性層」とは、ロブアンドスリラーヤン型、あるいは非対
称の浸透膜２において、脱塩の機能を担う活性のある膜部分である。活性層は、通常1ミ
クロンから０．１ミクロンの厚さで、脱塩膜２上に造られる。また、脱塩膜２の活性層以
外の部分を「支持層」と称する。ＲＯ膜が通常使用される向きとは逆向きであるので、そ
の状態で高圧に耐えられない場合には通常の向きで配置されてもよい。
【００３２】
　実施形態に係る脱塩処理方法において、塩水は例えば海水である。処理される塩水の塩
濃度は、例えば、０．０５％～４％であればよい。
【００３３】
　上記の実施形態においては、修飾基材３において、基材４の脱塩膜２とは反対側の面に
シランカップリング剤に由来する基が機能性基５として導入されている例を示したが、機
能性基が導入される基材における領域は、これに限定されるものではない。例えば、基材
４全体に、即ち、基材の脱塩膜側外面および／または基材内部に対してシランカップリン
グ剤に由来する基が機能性基として導入されてもよい。
【００３４】
　実施形態に係る脱塩処理方法において、修飾基材３側に真水を接触させることが好まし
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い。修飾基材３側に真水を接触させることにより、修飾基材３にシランカップリング剤に
より導入された機能性基が予め真水で膨潤し、塩水の水による脱塩膜２の浸透を助長し、
脱塩処理時間を短縮することが可能になる。
【００３５】
　実施形態に係る脱塩処理方法において、必要に応じて塩水側から脱塩処理膜に向けて圧
力を付加してもよい。
【００３６】
　＜第２の実施形態＞
　次に、第２の実施形態に係る脱塩処理装置１０を図２を参照して説明する。
【００３７】
　例えば中空矩形状の密閉処理容器１１は、脱塩処理膜１２により第１の室１３と第２の
室１４とに区画されている。脱塩処理膜１２は、脱塩膜１５と、この脱塩膜１５に密着し
て配置され、修飾基材（例えば基材にろ紙を使用）１６とから構成されている。第１の流
入口１７は、第１の室１３が位置する処理容器１１上部に設けられている。第２の流入口
１８は、第２の室１４に位置する処理容器１１上部に設けられている。流出口１９は、第
２の室１４に位置する処理容器１１側部に設けられている。塩水２０は第１の室１３内に
第１の流入口１７を通して収容されている。真水２１は、第２の室１４内に第２の流入口
１８を通して収容されている。脱塩処理膜１２の脱塩膜１５は、塩水２０が収納される第
１の室１３側に配置され、修飾基材１６は真水２１が収納される第２の室１４側に配置さ
れている。
【００３８】
　このような実施形態に係る脱塩処理装置１０によれば、脱塩膜１５を海水２０側に、修
飾基材１６を真水２１側に配置する。このとき、修飾基材１６の基材（例えばろ紙）にシ
ランカップリング剤により導入された機能性基は海水２０の水が脱塩膜１５を浸透するの
に必要な浸透圧を誘発させる作用を有する。シランカップリング剤により導入された機能
性基は脱塩膜１５を浸透した水で膨潤するが、溶解することがない。シランカップリング
剤により導入された機能性基は修飾基材１６に結合されているため、修飾基材１６から遊
離せず、安定的に修飾基材１６表面に留まる。その結果、脱塩膜１５から浸透した水は修
飾基材１６を通して真水側に安定的に移動し、回収される。つまり、塩分濃度の高い塩化
アンモニウム溶液を用いる従来方法では、海水の水を浸透膜を浸透させ、塩化アンモニウ
ム溶液に移動させ、その後、６０℃以上で加熱してアンモニアと二酸化炭素を気体として
放出する操作が必要であるが、実施形態では加熱処理が不要になる。また、常に、脱塩膜
の真水側に密着して特定の濃度のシランカップリング剤により導入された機能性基が存在
しており、それにより塩水側から真水側に水が移動するために、逆浸透膜法のように、常
に高い圧力を脱塩膜１５に向い塩水側から加える必要がない。従って、実施形態によれば
、低エネルギーで塩水を淡水化することが可能になる。
【００３９】
　上記の実施形態においては、中空矩形状の密閉処理容器１１を用いる例を示したが、密
閉処理容器１１の形状は、矩形状に限るものではなく、円柱形状、円錐形状、角柱形状、
角錐形状など中空である種々の形状であってもよい。
【００４０】
　上記の実施形態では、横型の密閉処理容器１１が示されており、第１の室１３と第２の
室１４は、設置面に対して同じ高さに横並びに配置されている例を示した。しかしながら
、密閉処理容器１１は縦型であってもよい。例えば、縦型の密閉処理容器１１では、第１
の室１３と第２の室１４が設置面に対して上下に配置される。或いは、第１の室１３と第
２の室１４の配置は、その他の配置であってもよい。例えば、第１の室１３と第２の室１
４が、脱塩処理膜２２を介して隣合せに、設置面に対して異なる高さに配置されてもよい
。
【００４１】
　或いは、脱塩処理装置は、密閉処理容器内に、少なくともその一辺を中心に巻き込んだ
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状態で脱塩処理膜を収容し、且つ脱塩処理膜を介して塩水と真水を区画できるような脱塩
処理膜エレメントを備える構成であってもよい。
【００４２】
　また、上記の実施形態においては、第２の室１４に流入口１８を有する例を示したが、
流出口１９を流入口として利用してもよく、その場合、流入口１８は具備されなくてもよ
い。また、流入口１７および１８、流出口１９の配置される位置は、上記の実施例の位置
に限られるものではない。
【００４３】
　＜第３の実施形態＞
　以下、第３の実施形態に係る脱塩処理膜について詳細に説明する。
【００４４】
　実施形態に係る脱塩処理膜は、脱塩膜と、この脱塩膜に密着して配置され、その一方の
面に式（II）または（III）の基を構成単位として含む機能性基が結合された基材とを備
える。

【化２】

【００４５】
ここで、Ｒ１は、Ｈまたは炭素数５以下のアルキル基であり、Ｒ２はポリアミンまたはポ
リエチレンイミンであり、Ｒ３は炭素数５以下のアルキル基である。
【００４６】
　脱塩処理膜１は、具体的には図３に示すように脱塩膜２と、脱塩膜２に密着して配置さ
れ、式（II）または（III）の基を構成単位として含む機能性基を担持する修飾基材３３
とを備える。修飾基材３３は、基材４と、この基材４の脱塩膜２とは反対の面に、式（II
）または（III）の基を構成単位として含む機能性基３５を担持する。
【００４７】
　脱塩膜２は、浸透膜として利用されている、例えば酢酸セルロース膜、ポリアミド膜な
どを用いることができる。脱塩膜は、４５～２５０μｍの厚さを有することが好ましい。
【００４８】
　基材４は、例えば紙、木綿、キュプラ、レーヨン、銅アンモニアレーヨンのようなセル
ロース膜、布、樹脂膜を用いることができる。中でも、加圧下での脱塩膜の損傷を防止す
ることが可能なろ紙のような柔軟な紙または不織布が好ましい。また、圧損ができるだけ
少なくなるように、より通水性の高い基材であることが好ましい。例えば、基材は、１～
１００μｍの厚さを有することが好ましい。
【００４９】
　また、基材４は、必ずしも浸透膜全体を覆う必要はない。例えば、単数または複数の繊
維状またはビーズ状であってもよい。単数または複数の繊維状の場合、セルロース膜、布
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、樹脂膜の断片またはそれらを解すことにより得られる繊維であってもよい。
【００５０】
　或いは、ビーズ状の樹脂を基材４として使用してもよい。その場合、使用される樹脂は
、例えば、ポリビニルアルコール、セルロース、加工セルロースおよびポリアクリル酸な
ど、シランカップリング剤の導入が可能な樹脂であればよい。シランカップリング処理さ
れた基材４を「シランカップリング基材」と称する。ビーズ状の樹脂の大きさは、０．０
１ｍｍ～２ｍｍであってよく、水の通過を考えると１ｍｍ～５ｍｍであってよい。
【００５１】
　また、ビーズ状の樹脂または繊維が配置される領域は、必ずしも脱塩膜全体を覆うもの
でなくともよい。例えば、海水に接する脱塩膜の面積の高圧の場合、８０％～９５％を覆
うように配置されればよい。その場合、配置されるビーズ状の樹脂または繊維の基材４の
大きさは、０．０１ｍｍ～５ｍｍ、好ましくは１ｍｍ～５ｍｍであればよい。
【００５２】
　その場合、配置される繊維の基材４の厚みは、１０μｍ～１００μｍであればよい。
【００５３】
　機能性基３５は、式（II）または（III）を構成単位として含むポリマーであり、分子
量は、１００～１０００００、例えば、１０００～５００００、１０００～１００００、
１０００～５０００であってよい。しかしながら、実施形態に従う脱塩処理膜の効果は、
機能性基の分子量の大きさに依存するものではない。
【００５４】
　このような機能性基３５は、アルデヒドとアミンとの反応、即ち、アルドール反応によ
り形成されてよい。使用されるアルドール反応は、それ自身公知の何れの反応条件で行わ
れてよい。アルデヒド化合物とアミノ基を２つ以上含む化合物との反応は、例えば、次の
反応経路IまたはIIを経て行われてよい。
【化３】

【００５５】
ここにおいて、Ｒ１は、Ｈまたは炭素数５以下のアルキル基であり、Ｒ２はポリアミンま
たはポリエチレンイミンであり、Ｒ３は炭素数５以下のアルキル基である。
【００５６】
　また、例えば、ジアルデヒド化合物とアミノ基を２つ以上含む化合物、即ち、ポリアミ
ンとを反応させて得られた化合物、またはホルムアルデヒドとアミノ基を２つ以上含む化
合物、即ち、ポリアミンとを反応させて得られた化合物を機能性基３５として基材４に結
合して使用してもよい。
【００５７】
　ポリアミンの例は、これらに限定するものではないが、例えば、ポリエチレンイミン、
ペンタエチレンヘキサミン、トリス（２－アミノエチル）アミン、エチレンジアミン、ジ
エチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、テトラエチレンテトラミン、テトラエチ
レンペンタミン、ジプロピレントリアミン、ジメチルアミノプロピルアミン、ジエチルア
ミノプロピルアミン、ヘキサメチレンジアミン、ジプロピレントリアミン、ペンタエチレ
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【００５８】
　アルデヒドの例は、これらに限定するものではないが、例えば、グリオキサール、ブタ
ンジアルデヒド、ブテンジアルデヒド、グルタルジアルデヒド、アジプアルデヒド、オク
タンジアルデヒド、２，６－ジアルデヒドピリジン、２，４－ジアルデヒドピリジン、２
，４，６－トリアルデヒドピリジン、エチレンジアミンテトラアセトアルデヒド、ポルフ
ィリンテトラアルデヒドなどが挙げられる。
【００５９】
　機能性基３５として、例えば、ポリエチレンイミン（ＰＥＩ）、ペンタエチレンヘキサ
ミン（ＰＥＨ）および/またはトリス（２－アミノエチル）アミン（ＴＡＥＡ）であって
よい。
【００６０】
　ポリエチレンイミン（ＰＥＩ）は、例えば、式（IV）
【化４】

【００６１】
で表される。前記反応によって、この式（IV）を構成単位として有するポリマーが機能性
基３５として形成され、基材４に結合されて使用される。
【００６２】
　ペンタエチレンヘキサミン（ＰＥＨ）は、式（V）により表される。前記反応によって
、この式（V）を構成単位として有するポリマー、例えば、式（VI）
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【化５】

【００６３】
（式中、ｎは１以上の整数、好ましくは１０～１００の整数である）
が機能性基３５として形成され、基材４に結合されて使用される。
【００６４】
　トリス（２－アミノエチル）アミン（ＴＡＥＡ）は、式（VII）により表される。前記
反応によって、式（VII）を構成単位として有するポリマー、例えば、式（VIII）
【化６】
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【００６５】
（式中、ｎは１以上の整数、好ましくは１０～１００の整数である）
が機能性基３５として形成され、基材４に結合されて使用される。
【００６６】
　機能性基３５の基材４に対する結合は、単官能性アルデヒドの場合には式（IX）、２官
能性アルデヒドの場合には式（X）
【化７】

【００６７】
（ここで、Ｒ１は、Ｈまたは炭素数５以下のアルキル基であり、Ｒ２はポリアミンまたは
ポリエチレンイミンであり、Ｒ３は炭素数５以下のアルキル基であり、ｎは１以上の整数
、好ましくは１０～１００の整数である）
にそれぞれ示されるように達成される。即ち、機能性基３５に含まれるホルミル基が、基
材４が備える反応基、例えば、セルロースの場合ではＯＨ基と反応することによってアセ
タール様結合を形成し、それにより、機能性基３５は基材４に結合される。
【００６８】
　機能性基３５の結合は、基材４の一方の面であってよく、脱塩膜２と接する面とは異な
る面に結合される。また、機能性基３５が結合された基材４は、脱塩膜２の活性層側に密
着することが好ましい。
【００６９】
　このような脱塩処理膜１を用いて塩水から水（真水）を取り出す脱塩処理方法は、脱塩
処理膜１の機能性基３５の結合していない面を塩水側に配置し、機能性基３５の結合した
面を真水側に配置する。
【００７０】
　正浸透圧海水淡水化法は、基本的に海水から真水を吸収し、回収する。このため、海水
よりも塩分濃度の高い溶液を浸透膜２の海水と反対側に位置させ、海水の水が浸透膜２を
浸透するのに必要な浸透圧を誘発し、水を塩分濃度の高い溶液に移動させる。塩は、従来
、塩化アンモニウムを用いている。
【００７１】
　塩化アンモニウムは、水への溶解度が高く、かつ６０℃で分解し、気体としてアンモニ
アと二酸化炭素を放出するため、残った水は真水になる。脱塩膜１から浸透した水は修飾
基材３３を通して真水側に安定的に移動し、回収される。つまり、塩分濃度の高い塩化ア
ンモニウム溶液を用いる従来方法では、海水の水を浸透膜を浸透させ、塩化アンモニウム
溶液に移動させ、その後、６０℃以上で加熱してアンモニアと二酸化炭素を気体として放
出する操作が必要であるが、実施形態では加熱処理が不要になる。また、従来行われてい
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るＲＯ法と比較して、同じ大きさの圧力を加えた場合であっても、多くの流量で迅速に塩
水から真水にする可能であり、低い圧力を加えた場合においても塩水から真水を生じるこ
とが可能である。従って、従来に比較して、低エネルギーで塩水を淡水化することが可能
になる。
【００７２】
　＜第４の実施形態＞
　次に、第４の実施形態に係る脱塩処理装置１０を図４を参照して説明する。
【００７３】
　例えば中空矩形状の密閉処理容器１１は、脱塩処理膜１２により第１の室１３と第２の
室１４とに区画されている。脱塩処理膜１２は、脱塩膜１５と、この脱塩膜１５に密着し
て配置され、その一方の面に機能性基を担持する修飾基材１６とから構成されている。第
１の流入口１７は、第１の室１３が位置する処理容器１１上部に設けられている。第２の
流入口１８は、第２の室１４に位置する処理容器１１上部に設けられている。流出口１９
は、第２の室１４に位置する処理容器１１側部に設けられている。塩水２０は第１の室１
３内に第１の流入口１７を通して収容されている。真水２１は、第２の室１４内に第２の
流入口１８を通して収容されている。脱塩処理膜１２の脱塩膜１５は、塩水２０が収納さ
れる第１の室１３側に配置され、修飾基材４６は真水２１が収納される第２の室１４側に
配置されている。
【００７４】
　このような実施形態に係る脱塩処理装置１０によれば、脱塩膜１５を海水２０側に、修
飾基材４６を真水２１側に配置する。このとき、修飾基材４６の基材に結合された機能性
基は海水２０の水が脱塩膜１５を浸透するのに必要な浸透圧を誘発させる作用を有する。
即ち、このような機能性基は、脱塩膜の海水側から真水側に向う浸透圧を生じることが可
能である。機能性基は脱塩膜１５を浸透した水で膨潤するが、一定の温度範囲内で溶解す
ることがない。機能性基は修飾基材４６に結合されているため、修飾基材４６から遊離せ
ず、安定的に修飾基材４６表面に留まる。その結果、脱塩膜１５から浸透した水は修飾基
材４６を通して真水側に安定的に移動し、回収される。つまり、塩分濃度の高い塩化アン
モニウム溶液を用いる従来方法では、海水の水を浸透膜を浸透させ、塩化アンモニウム溶
液に移動させ、その後、６０℃以上で加熱してアンモニアと二酸化炭素を気体として放出
する操作が必要であるが、実施形態では加熱処理が不要になる。また、常に、脱塩膜の真
水側に機能性基が存在しており、それにより塩水側から真水側に水が移動するために、逆
浸透膜法のように、常に高い圧力を脱塩膜１５に向い塩水側から加える必要がない。従っ
て、実施形態によれば、低エネルギーで塩水を淡水化することが可能になる。
【００７５】
　上記の実施形態においては、中空矩形状の密閉処理容器１１を用いる例を示したが、密
閉処理容器１１の形状は、矩形状に限るものではなく、円柱形状、円錐形状、角柱形状、
角錐形状など中空である種々の形状であってもよい。
【００７６】
　上記の実施形態では、横型の密閉処理容器１１が示されており、第１の室１３と第２の
室１４は、設置面に対して同じ高さに横並びに配置されている例を示した。しかしながら
、密閉処理容器１１は縦型であってもよい。例えば、縦型の密閉処理容器１１では、第１
の室１３と第２の室１４が設置面に対して上下に配置される。或いは、第１の室１３と第
２の室１４の配置は、その他の配置であってもよい。例えば、第１の室１３と第２の室１
４が、脱塩処理膜２２を介して隣合せに、設置面に対して異なる高さに配置されてもよい
。
【００７７】
　或いは、脱塩処理装置は、密閉処理容器内に、少なくともその一辺を中心に巻き込んだ
状態で脱塩処理膜を収容し、且つ脱塩処理膜を介して塩水と真水を区画できるような脱塩
処理膜エレメントを備える構成であってもよい。
【００７８】
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　また、上記の実施形態においては、第２の室１４に流入口１８を有する例を示したが、
流出口１９を流入口として利用してもよく、その場合、流入口１８は具備されなくてもよ
い。また、流入口１７および１８、流出口１９の配置される位置は、上記の実施例の位置
に限られるものではない。
【００７９】
　＜第５の実施形態＞
　以下、第５の実施形態に係る脱塩処理膜について詳細に説明する。
【００８０】
　第５の実施形態は、海水側に接していない側、即ち、真水側の脱塩処理膜の近傍にポリ
エチレンイミンを配置することにより、脱塩膜の海水側から真水側に向う浸透圧を生じる
ことが可能であるという発見に基づく形態である。
【００８１】
　実施形態に係る脱塩処理膜は、脱塩膜と、この脱塩膜の一方の面に担持されるポリエチ
レンイミンからなる機能性基とを備える。
【００８２】
　脱塩処理膜１は、具体的には図５に示すように脱塩膜５２と、脱塩膜５２の一方の面に
担持される機能性基５３とを備える。
【００８３】
　脱塩膜５２は、浸透膜として利用されている、例えば酢酸セルロース膜、ポリアミド膜
などを用いることができる。脱塩膜は４５～２５０μｍの厚さを有することが好ましい。
【００８４】
　機能性基５３は、ポリエチレンイミンであればよく、分子量は、６００～７００００、
例えば、２５０００であってよい。しかしながら、実施形態に従う脱塩処理膜の効果は、
機能性基の分子量の大きさに依存するものではない。ポリエチレンイミンの構造は、例え
ば、式（IV）
【化８】

【００８５】
で表される。
【００８６】
　ポリエチレンイミンは、機能性基５３におけるカチオンとして機能する。対イオンとな
るアニオンは、塩素イオン、硫酸イオン、リン酸イオン、トリフルオロ酢酸イオンであっ
てよく、塩素イオンが好ましい。
【００８７】
　このような機能性基５３は、それ自身公知の何れかの方法により、ポリエチレンイミン
を脱塩膜５２に対して結合することにより形成される。例えば、上述のようなアルデヒド
を利用して結合されてよい。
【００８８】
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　機能性基５３の結合は、脱塩膜５２の一方の面であってよく、好ましくは脱塩膜５２の
活性層側に結合される。
【００８９】
　このような脱塩処理膜を用いて塩水から水（真水）を取り出す脱塩処理方法は、脱塩処
理膜の機能性基の結合していない面を塩水側に配置し、機能性基の結合した面を真水側に
配置する。
【００９０】
　正浸透圧海水淡水化法は、基本的に海水から真水を吸収し、回収する。このため、海水
よりも塩分濃度の高い溶液を浸透膜の海水と反対側に位置させ、海水の水が浸透膜を浸透
するのに必要な浸透圧を誘発し、水を塩分濃度の高い溶液に移動させる。塩は、従来、塩
化アンモニウムを用いている。
【００９１】
　塩化アンモニウムは、水への溶解度が高く、かつ６０℃で分解し、気体としてアンモニ
アと二酸化炭素を放出するため、残った水は真水になる。脱塩膜から浸透した水は脱塩膜
を通して真水側に安定的に移動し、回収される。つまり、塩分濃度の高い塩化アンモニウ
ム溶液を用いる従来方法では、海水の水を浸透膜を浸透させ、塩化アンモニウム溶液に移
動させ、その後、６０℃以上で加熱してアンモニアと二酸化炭素を気体として放出する操
作が必要であるが、実施形態では加熱処理が不要になる。また、従来行われているＲＯ法
と比較して、同じ大きさの圧力を加えた場合であっても、多くの流量で迅速に塩水から真
水にする可能であり、低い圧力を加えた場合においても塩水から真水を生じることが可能
である。従って、従来に比較して、低エネルギーで塩水海水省エネが可能になる。
【００９２】
　更に、上述のように、ポリエチレンイミンを脱塩膜に対して結合させずに、基材に対し
て結合させてもよい。その場合、ポリエチレンイミン修飾された基材が、脱塩膜に密着し
て配置されればよい。
【００９３】
　そのような脱塩処理膜は、脱塩膜と、この脱塩膜に密着して配置され、少なくともその
一部の表面にポリエチレンイミンからなる機能性基を担持される基材とを備える。
【００９４】
　基材は、例えば紙、木綿、キュプラ、レーヨン、銅アンモニアレーヨンのようなセルロ
ース膜、布、樹脂膜を用いることができる。中でも、加圧下での脱塩膜の損傷を防止する
ことが可能なろ紙のような柔軟な紙または不織布が好ましい。また、圧損ができるだけ少
なくなるように、より通水性の高い基材であることが好ましい。例えば、基材は、１～１
００μｍの厚さを有することが好ましい。
【００９５】
　また、基材は、必ずしも浸透膜全体を覆う必要はない。例えば、単数または複数の繊維
状またはビーズ状であってもよい。単数または複数の繊維状の場合、セルロース膜、布、
樹脂膜の断片またはそれらを解すことにより得られる繊維であってもよい。
【００９６】
　或いは、ビーズ状の基材を使用してもよい。その場合、使用される樹脂は、例えば、ポ
リビニルアルコール、セルロース、加工セルロースおよびポリアクリル酸など、ポリエチ
レンイミンからなる機能性基３５の結合が可能な樹脂であればよい。ビーズ状の樹脂の大
きさは、ビーズ状の樹脂の大きさは、０．０１ｍｍ～２ｍｍであってよく、水の通過を考
えると１ｍｍ～５ｍｍであってよい。
【００９７】
　基材へのポリエチレンイミンの結合は、脱塩膜へのポリエチレンイミンの結合と同様に
行われればよい。
【００９８】
　ポリエチレンイミンを脱塩膜に対して結合させた場合と同様の効果が、この場合におい
ても得られる。その結果、従来に比較して、低エネルギーで塩水を淡水化することが可能
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になる。
【００９９】
　＜第６の実施形態＞
　次に、第６の実施形態に係る脱塩処理装置１０を図６を参照して説明する。
【０１００】
　例えば中空矩形状の密閉処理容器１１は、脱塩処理膜６２により第１の室１３と第２の
室１４とに区画されている。脱塩処理膜６２は、脱塩膜１５と、この脱塩膜１５の一方の
面に担持されるポリエチレンイミンからなる機能性基６６とから構成されている。第１の
流入口１７は、第１の室１３が位置する処理容器１１上部に設けられている。第２の流入
口１８は、第２の室１４に位置する処理容器１１上部に設けられている。流出口１９は、
第２の室１４に位置する処理容器１１側部に設けられている。塩水２０は第１の室１３内
に第１の流入口１７を通して収容されている。真水２１は、第２の室１４内に第２の流入
口１８を通して収容されている。脱塩処理膜６２の機能性基６６が存在しない面が、塩水
２０が収納される第１の室１３側に配置され、機能性基６６は真水２１が収納される第２
の室１４側に配置されている。
【０１０１】
　このような実施形態に係る脱塩処理装置１０によれば、脱塩膜１５の機能性基６６が担
持されていない面を海水２０側に、機能性基６６を担持する面を真水２１側に配置する。
このとき、脱塩膜１５に結合された機能性基６６は海水２０の水が脱塩膜１５を浸透する
のに必要な浸透圧を誘発させる作用を有する。即ち、このような機能性基は、脱塩膜の海
水側から真水側に向う浸透圧を生じることが可能である。機能性基６６は脱塩膜１５を浸
透した水で膨潤するが、一定の温度範囲内で溶解することがない。機能性基６６は脱塩膜
１５に結合されているため、脱塩膜１５から遊離せず、安定的に脱塩膜１５表面に留まる
。その結果、脱塩膜１５から浸透した水は脱塩膜１５を通して真水側に安定的に移動し、
回収される。つまり、塩分濃度の高い塩化アンモニウム溶液を用いる従来方法では、海水
の水を浸透膜を浸透させ、塩化アンモニウム溶液に移動させ、その後、６０℃以上で加熱
してアンモニアと二酸化炭素を気体として放出する操作が必要であるが、実施形態では加
熱処理が不要になる。また、常に、脱塩処理膜６２の真水側に機能性基６６が存在してお
り、それにより塩水側から真水側に水が移動するために、逆浸透膜法のように、常に高い
圧力を脱塩膜１５に向い塩水側から加える必要がない。従って、実施形態によれば、低エ
ネルギーで塩水を淡水化することが可能になる。
【０１０２】
　上記の実施形態においては、中空矩形状の密閉処理容器１１を用いる例を示したが、密
閉処理容器１１の形状は、矩形状に限るものではなく、円柱形状、円錐形状、角柱形状、
角錐形状など中空である種々の形状であってもよい。
【０１０３】
　上記の実施形態では、横型の密閉処理容器１１が示されており、第１の室１３と第２の
室１４は、設置面に対して同じ高さに横並びに配置されている例を示した。しかしながら
、密閉処理容器１１は縦型であってもよい。例えば、縦型の密閉処理容器１１では、第１
の室１３と第２の室１４が設置面に対して上下に配置される。或いは、第１の室１３と第
２の室１４の配置は、その他の配置であってもよい。例えば、第１の室１３と第２の室１
４が、脱塩処理膜６２を介して隣合せに、設置面に対して異なる高さに配置されてもよい
。
【０１０４】
　或いは、脱塩処理装置は、密閉処理容器内に、少なくともその一辺を中心に巻き込んだ
状態で脱塩処理膜を収容し、且つ脱塩処理膜を介して塩水と真水を区画できるような脱塩
処理膜エレメントを備える構成であってもよい。
【０１０５】
　また、上記の実施形態においては、第２の室１４に流入口１８を有する例を示したが、
流出口１９を流入口として利用してもよく、その場合、流入口１８は具備されなくてもよ
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い。また、流入口１７および１８、流出口１９の配置される位置は、上記の実施例の位置
に限られるものではない。
【０１０６】
　また、この実施形態において、ポリエチレンイミンが基材に結合され、それにより構成
されるポリエチレンイミン修飾基材が使用されてもよい。その場合、脱塩膜６２には機能
性基は結合されず、脱塩処理膜６２の塩水側に脱塩膜１５が配置され、これに密着してポ
リエチレンイミン修飾基材が配置される。この時、ポリエチレンイミン修飾基材は、真水
側に配置されればよい。
【０１０７】
　＜第７の実施形態＞
　以下、第７の実施形態に係る脱塩処理膜、脱塩処理方法および脱塩処理層を詳細に説明
する。
【０１０８】
　実施形態に係る脱塩処理膜は、脱塩膜と、この脱塩膜に密着して配置されたイオン交換
樹脂または粉砕されたイオン交換樹脂とを備える。脱塩処理膜１は、具体的には図７に示
すように脱塩膜２と、この脱塩膜２に密着して配置されたイオン交換樹脂または粉砕され
たイオン交換樹脂７６とを備える。
【０１０９】
　このような脱塩処理膜１を用いて塩水から水（真水）を取り出す脱塩処理方法は、脱塩
処理膜１の脱塩膜２を塩水側に配置し、イオン交換樹脂または粉砕されたイオン交換樹脂
７６を真水側に配置する。
【０１１０】
　正浸透圧海水淡水化法は、基本的に海水から真水を吸収し、回収する。このため、海水
よりも塩分濃度の高い溶液を浸透膜の海水と反対側に位置させ、海水の水が浸透膜を浸透
するのに必要な浸透圧を誘発し、水を塩分濃度の高い溶液に移動させる。塩は、従来、塩
化アンモニウムを用いている。
【０１１１】
　塩化アンモニウムは、水への溶解度が高く、かつ６０℃で分解し、気体としてアンモニ
アと二酸化炭素を放出するため、残った水は真水になる。
【０１１２】
　実施形態は、前記塩分濃度の高い溶液の代わりにイオン交換樹脂または粉砕されたイオ
ン交換樹脂を脱塩膜に密着して配置する。すなわち、脱塩膜にイオン交換樹脂または粉砕
されたイオン交換樹脂を密着させて配置した脱塩処理膜を用いて脱塩処理する方法におい
て、脱塩膜を海水側に、イオン交換樹脂または粉砕されたイオン交換樹脂を真水側に配置
する。このとき、イオン交換樹脂または粉砕されたイオン交換樹脂に具備される機能性基
は海水の水が脱塩膜を浸透するのに必要な浸透圧を誘発させる作用を有する。また、イオ
ン交換樹脂または粉砕されたイオン交換樹脂に具備される機能性基は、脱塩膜を浸透した
水で膨潤するが、一定の温度範囲内で溶解することがない。さらに、それらのイオン交換
樹脂または粉砕されたイオン交換樹脂に具備される機能性基は基材に結合されているため
、基材から遊離せず、安定的に基材表面に留まる。その結果、脱塩膜から浸透した水はイ
オン交換樹脂または粉砕されたイオン交換樹脂を通して真水側に安定的に移動し、回収さ
れる。つまり、塩分濃度の高い塩化アンモニウム溶液を用いる従来方法では、海水の水を
浸透膜を浸透させ、塩化アンモニウム溶液に移動させ、その後、６０℃以上で加熱してア
ンモニアと二酸化炭素を気体として放出する操作が必要であるが、実施形態では加熱処理
が不要になる。また、従来行われているＲＯ法と比較して、同じ大きさの圧力を加えた場
合であっても、多くの流量で迅速に塩水から真水にする可能であり、低い圧力を加えた場
合においても塩水から真水を生じることが可能である。従って、従来に比較して、低エネ
ルギーで塩水を淡水化することが可能になる。
【０１１３】
　脱塩膜は、浸透膜として利用されている、例えば酢酸セルロース膜、ポリアミド膜など
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を用いることができる。脱塩膜は、４５～２５０μｍの厚さを有することが好ましい。
【０１１４】
　イオン交換樹脂は、それ自身公知のイオン交換樹脂であればよく、例えば、カチオンイ
オン交換樹脂、アニオン交換樹脂、これらのイオン交換樹脂に具備される機能性基は、そ
れぞれスルホン酸基、カルボン酸基および４級アンモニウム基である。
【０１１５】
　イオン交換樹脂の厚さは、１０μｍ～１００μｍ、好ましくは１０μｍ～３０μｍであ
ってよく、イオン交換樹脂のポアサイズは、１μｍ～１０μｍ、好ましくは４μｍ～７μ
ｍであってよい。例えば、イオン交換樹脂または粉砕されたイオン交換樹脂は、０．１～
１００μｍの厚さで配置されることが好ましい。
【０１１６】
　イオン交換樹脂の粉砕は、例えば、乳鉢で粉砕することにより行われてよい。また、粉
砕されたイオン交換樹脂の大きさは、０．０１μｍ～１０μｍであってよい。
【０１１７】
　また、イオン交換樹脂または粉砕されたイオン交換樹脂が配置される領域は、必ずしも
脱塩膜全体を覆うように配置される必要はない。例えば、海水に接する脱塩膜の面積の７
０％～９０％を覆うように配置されればよい。
【０１１８】
　また、上記の実施形態において、イオン交換樹脂または粉砕されたイオン交換樹脂の代
わりに、イオン交換ろ紙を使用してもよい。使用されるイオン交換ろ紙の種類は、カチオ
ン交換樹脂、アニオン交換樹脂などであってよい。イオン交換ろ紙を解して繊維状の形態
で使用してもよい。
【０１１９】
　＜第８の実施形態＞
　次に、第８の実施形態に係る脱塩処理装置１０を図８を参照して説明する。
【０１２０】
　例えば中空矩形状の密閉処理容器１１は、脱塩処理膜１２により第１の室１３と第２の
室１４とに区画されている。脱塩処理膜１２は、脱塩膜１５と、この脱塩膜１５に密着し
て配置されたイオン交換樹脂または粉砕されたイオン交換樹脂８６とから構成されている
。第１の流入口１７は、第１の室１３が位置する処理容器１１上部に設けられている。第
２の流入口１８は、第２の室１４に位置する処理容器１１上部に設けられている。流出口
１９は、第２の室１４に位置する処理容器１１側部に設けられている。塩水２０は第１の
室１３内に第１の流入口１７を通して収容されている。真水２１は、第２の室１４内に第
２の流入口１８を通して収容されている。脱塩処理膜１２の脱塩膜１５は、塩水２０が収
納される第１の室１３側に配置され、イオン交換樹脂または粉砕されたイオン交換樹脂８
６は真水２１が収納される第２の室１４側に配置されている。
【０１２１】
　このような実施形態に係る脱塩処理装置１０によれば、脱塩膜１５を海水２０側に、イ
オン交換樹脂または粉砕されたイオン交換樹脂８６を真水２１側に配置する。このとき、
イオン交換樹脂または粉砕されたイオン交換樹脂に具備される機能性基は海水２０の水が
脱塩膜１５を浸透するのに必要な浸透圧を誘発させる作用を有する。イオン交換樹脂また
は粉砕されたイオン交換樹脂に具備される機能性基は脱塩膜１５を浸透した水で膨潤する
が、一定の温度範囲内で溶解することがない。イオン交換樹脂または粉砕されたイオン交
換樹脂に具備される機能性基は基材に結合されているため、基材から遊離せず、安定的に
基材表面に留まる。その結果、脱塩膜１５から浸透した水はイオン交換樹脂または粉砕さ
れたイオン交換樹脂を通して真水側に安定的に移動し、回収される。つまり、塩分濃度の
高い塩化アンモニウム溶液を用いる従来方法では、海水の水を浸透膜を浸透させ、塩化ア
ンモニウム溶液に移動させ、その後、６０℃以上で加熱してアンモニアと二酸化炭素を気
体として放出する操作が必要であるが、実施形態では加熱処理が不要になる。また、常に
、脱塩膜の真水側に密着して特定の濃度のイオン交換樹脂または粉砕されたイオン交換樹
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脂に具備される機能性基が存在しており、それにより塩水側から真水側に水が移動するた
めに、逆浸透膜法のように、常に高い圧力を脱塩膜１５に向い塩水側から加える必要がな
い。従って、実施形態によれば、低エネルギーで塩水を淡水化することが可能になる。
【０１２２】
　上記の実施形態においては、中空矩形状の密閉処理容器１１を用いる例を示したが、密
閉処理容器１１の形状は、矩形状に限るものではなく、円柱形状、円錐形状、角柱形状、
角錐形状など中空である種々の形状であってもよい。
【０１２３】
　上記の実施形態では、横型の密閉処理容器１１が示されており、第１の室１３と第２の
室１４は、設置面に対して同じ高さに横並びに配置されている例を示した。しかしながら
、密閉処理容器１１は縦型であってもよい。例えば、縦型の密閉処理容器１１では、第１
の室１３と第２の室１４が設置面に対して上下に配置される。或いは、第１の室１３と第
２の室１４の配置は、その他の配置であってもよい。例えば、第１の室１３と第２の室１
４が、脱塩処理膜２２を介して隣合せに、設置面に対して異なる高さに配置されてもよい
。
【０１２４】
　或いは、脱塩処理装置は、密閉処理容器内に、少なくともその一辺を中心に巻き込んだ
状態で脱塩処理膜を収容し、且つ脱塩処理膜を介して塩水と真水を区画できるような脱塩
処理膜エレメントを備える構成であってもよい。
【０１２５】
　また、上記の実施形態においては、第２の室１４に流入口１８を有する例を示したが、
流出口１９を流入口として利用してもよく、その場合、流入口１８は具備されなくてもよ
い。また、流入口１７および１８、流出口１９の配置される位置は、上記の実施例の位置
に限られるものではない。
【０１２６】
　また、上記の実施形態において、イオン交換樹脂または粉砕されたイオン交換樹脂の代
わりに、イオン交換ろ紙を使用してもよい。使用されるイオン交換ろ紙の種類は、カチオ
ン交換樹脂、アニオン交換樹脂などであってよい。イオン交換ろ紙を解して繊維状の形態
で使用してもよい。
【０１２７】
　＜第９の実施形態＞
　以下、第９の実施形態に係る脱塩処理膜について詳細に説明する。
【０１２８】
　実施形態に係る脱塩処理膜は、脱塩膜と、この脱塩膜に密着して配置され、その一方の
面に式（XI）で表される構造単位を有する機能性基が担持された基材とを備える。
【化９】

【０１２９】
ここで、Ｒ４は、アルキレン基もしくは芳香族基であり、Ｒ５は、ポリアミン、ハロゲン
または担体となるポリマーの何れかである。
【０１３０】
　脱塩処理膜１は、具体的には図１４に示すように脱塩膜２と、脱塩膜２に密着して配置
され、式（XI）で表される構造単位を有する機能性基を担持する修飾基材１４３とを備え
る。修飾基材１４３は、基材４と、この基材４の脱塩膜２とは反対の面に、式（XI）また
は（III）の基を構成単位として含む機能性基１４５を担持する。
【０１３１】
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　脱塩膜２は、浸透膜として利用されている、例えば酢酸セルロース膜、ポリアミド膜な
どを用いることができる。脱塩膜は、４５μｍ～２５０μｍの厚さを有することが好まし
い。
【０１３２】
　基材４は、例えば紙、木綿、キュプラ、レーヨン、銅アンモニアレーヨンのようなセル
ロース膜、布、樹脂膜を用いることができる。中でも、加圧下での脱塩膜の損傷を防止す
ることが可能なろ紙のような柔軟な紙または不織布が好ましい。また、圧損ができるだけ
少なくなるように、より通水性の高い基材であることが好ましい。例えば、基材は、１～
１００μｍの厚さを有することが好ましい。
【０１３３】
　また基材４として、例えば次に示す天然高分子（生体高分子）を用いることもできる。
具体的には、タンパク質、核酸、脂質、多糖類（セルロース、デンプン）、天然ゴムなど
である。また合成高分子として、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン、エポキシ樹脂、ポリス
チレン、フェノール樹脂、ナイロン、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレンテレフタラ
ート、シリコン樹脂などが挙げられる。これら基材４に機能性基１４５が結合している。
具体的にはカチオン性樹脂が架橋剤として働く有機ハロゲン化物を介して基材４の骨格に
結合しており、このときの有機ハロゲン化物としては、１分子当り２以上のハロゲン原子
を有するものが適する。このとき、ハロゲン化アルキル基はすべてが反応するのではなく
、一定の割合で未反応部分が残っていることが好ましい。未反応部分が少ないとポリアミ
ンの導入量が少なくなるためである。
【０１３４】
　また、基材は、必ずしも浸透膜全体を覆う必要はない。例えば、単数または複数の繊維
状またはビーズ状であってもよい。単数または複数の繊維状の場合、セルロース膜、布、
樹脂膜の断片またはそれらを解すことにより得られる繊維であってもよい。
【０１３５】
　或いは、ビーズ状の樹脂など基材として使用してもよい。その場合、使用される樹脂は
、例えば、ポリビニルアルコール、セルロース、加工セルロース、およびポリアクリル酸
、さらに樹脂ではないがシリカ粒子など、式（XI）で表される構成単位を有する機能性基
１４５の結合が可能なものであればよい。ビーズの大きさは、０．０１ｍｍ～５ｍｍであ
ってよく、好ましくは２ｍｍ～５ｍｍであってよい。
【０１３６】
　また、ビーズ状の樹脂または繊維が配置される領域は、必ずしも脱塩膜全体を覆うもの
でなくともよい。例えば、海水に接する脱塩膜の面積の７０％～９５％を覆うように配置
されればよい。その場合、配置されるビーズまたは繊維の基材の厚みは、それぞれ１ｍｍ
～１０ｍｍ、１μｍ～１００μｍであればよい。
【０１３７】
　機能性基１４５は、式（XI）で表される構成単位を有するカチオン性ポリマーであり、
分子量は、１００～１０００００、例えば、１０００～５００００、１０００～１０００
０、１０００～５０００であってよい。しかしながら、実施形態に従う脱塩処理膜の効果
は、機能性基の分子量の大きさに依存するものではない。
【０１３８】
　機能性基１４５のカチオン性ポリマーのカウンターアニオンは塩素イオンであることが
、安全であるため好ましい。
【０１３９】
　このような機能性基は、ポリアミンとハロゲン化アルキル基含有架橋剤を加熱反応させ
ることにより形成されてよい。
【０１４０】
　ポリアミンの例は、これらに限定するものではないが、例えば、ポリエチレンイミン、
ペンタエチレンヘキサミン、トリス（２－アミノエチル）アミン、エチレンジアミン、ジ
エチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、テトラエチレンテトラミン、テトラエチ
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レンペンタミン、ジプロピレントリアミン、ジメチルアミノプロピルアミン、ジエチルア
ミノプロピルアミン、ヘキサメチレンジアミン、ジプロピレントリアミン、ペンタエチレ
ンヘキサミン、メンセンジアミンおよびジアミノジフェニルスルホンなどが挙げられる。
【０１４１】
　ハロゲン化アルキル基含有架橋剤の例は、これらに限定するものではないが、例えば、
ジブロモメタン、ジブロモエタン、ジブロモプロパン、ジブロモブタン、ジブロモペンタ
ン、ジブロモヘキサン、ジブロモヘプタン、ジブロモオクタン、ジブロモノナン、ジブロ
モデカン、ジブロモウンデカン、ジブロモドデカン、ジブロモトリデカン、ジクロロメタ
ン、ジクロロエタン、ジクロロプロパン、ジクロロブタン、ジクロロペンタン、ジクロロ
ヘキサン、ジクロロヘプタン、ジクロロオクタン、ジクロロノナン、ジクロロデカン、ジ
クロロウンデカン、ジクロロドデカン、ジクロロトリデカン、ジヨードメタン、ジヨード
エタン、ジヨードプロパン、ジヨードブタン、ジヨードペンタン、ジヨードヘキサン、ジ
ヨードヘプタン、ジヨードオクタン、ジヨードノナン、ジヨードデカン、ジヨードウンデ
カン、ジヨードドデカン、ジヨードトリデカン、１，２，４，５－テトラキスブロモメチ
ルベンゼン、１，４－ビスブロモメチルベンゼン、１，４－ビスヨードメチルベンゼン、
１０，１０－ビスブロモメチルノナデカン、エピクロロヒドリンオリゴマー、エピブロモ
ヒドリンオリゴマー、ヘキサブロモシクロドデカン、トリス（３，３－ジブロモ－２－ブ
ロモプロピル）イソシアヌル酸、１，２，３－トリブロモプロパン、ジヨードパーフルオ
ロエタン、ジヨードパーフルオロプロパン、ジヨードパーフルオロヘキサン、ポリエピク
ロルヒドリン、ポリエピクロルヒドリンとポリエチレンエーテルとの共重合体、ポリエピ
ブロモヒドリン及びポリ塩化ビニルなどの多官能ハロゲン化物を挙げることができる。使
用する有機ハロゲン化物の種類は、１種または２種以上にすることができる。この中でも
、１，２，４，５－テトラキス（ブロモメチル）ベンゼン、テトラキス（ブロモメチル）
メタンが副反応が無いため好ましい。
【０１４２】
　このような脱塩処理膜を用いて塩水から水（真水）を取り出す脱塩処理方法は、脱塩処
理膜の機能性基の結合していない面を塩水側に配置し、機能性基の結合した面を真水側に
配置する。
【０１４３】
　正浸透圧海水淡水化法は、基本的に海水から真水を吸収し、回収する。このため、海水
よりも塩分濃度の高い溶液を浸透膜の海水と反対側に位置させ、海水の水が浸透膜を浸透
するのに必要な浸透圧を誘発し、水を塩分濃度の高い溶液に移動させる。塩は、従来、塩
化アンモニウムを用いている。
【０１４４】
　塩化アンモニウムは、水への溶解度が高く、かつ６０℃で分解し、気体としてアンモニ
アと二酸化炭素を放出するため、残った水は真水になる。脱塩膜から浸透した水は基材を
通して真水側に安定的に移動し、回収される。つまり、塩分濃度の高い塩化アンモニウム
溶液を用いる従来方法では、海水の水を浸透膜を浸透させ、塩化アンモニウム溶液に移動
させ、その後、６０℃以上で加熱してアンモニアと二酸化炭素を気体として放出する操作
が必要であるが、実施形態では加熱処理が不要になる。また、従来行われているＲＯ法と
比較して、同じ大きさの圧力を加えた場合であっても、多くの流量で迅速に塩水から真水
にする可能であり、低い圧力を加えた場合においても塩水から真水を生じることが可能で
ある。従って、従来に比較して、低エネルギーで塩水を淡水化することが可能になる。
【０１４５】
　＜第１０の実施形態＞
　次に、第１０の実施形態に係る脱塩処理装置１０を図１５を参照して説明する。
【０１４６】
　例えば中空矩形状の密閉処理容器１１は、脱塩処理膜１２により第１の室１３と第２の
室１４とに区画されている。脱塩処理膜１２は、脱塩膜１５と、この脱塩膜１５に密着し
て配置され、その一方の面に機能性基を担持する修飾基材１５６とから構成されている。
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第１の流入口１７は、第１の室１３が位置する処理容器１１上部に設けられている。第２
の流入口１８は、第２の室１４に位置する処理容器１１上部に設けられている。流出口１
９は、第２の室１４に位置する処理容器１１側部に設けられている。塩水２０は第１の室
１３内に第１の流入口１７を通して収容されている。真水２１は、第２の室１４内に第２
の流入口１８を通して収容されている。脱塩処理膜１２の脱塩膜１５は、塩水２０が収納
される第１の室１３側に配置され、基材４６は真水２１が収納される第２の室１４側に配
置されている。
【０１４７】
　このような実施形態に係る脱塩処理装置１０によれば、脱塩膜１５を海水２０側に、修
飾１５６を真水２１側に配置する。このとき、修飾基材１５６に結合された機能性基は海
水２０の水が脱塩膜１５を浸透するのに必要な浸透圧を誘発させる作用を有する。即ち、
このような機能性基は、脱塩膜の海水側から真水側に向う浸透圧を生じることが可能であ
る。機能性基は脱塩膜１５を浸透した水で膨潤するが、一定の温度範囲内で溶解すること
がない。機能性基は脱塩膜１５に結合されているため、脱塩膜１５から遊離せず、安定的
に脱塩膜１５表面に留まる。その結果、脱塩膜１５から浸透した水は脱塩膜１５を通して
真水側に安定的に移動し、回収される。つまり、塩分濃度の高い塩化アンモニウム溶液を
用いる従来方法では、海水の水を浸透膜を浸透させ、塩化アンモニウム溶液に移動させ、
その後、６０℃以上で加熱してアンモニアと二酸化炭素を気体として放出する操作が必要
であるが、実施形態では加熱処理が不要になる。また、常に、脱塩膜の真水側に機能性基
が存在しており、それにより塩水側から真水側に水が移動するために、逆浸透膜法のよう
に、常に高い圧力を脱塩膜１５に向い塩水側から加える必要がない。従って、実施形態に
よれば、低エネルギーで塩水を淡水化することが可能になる。
【０１４８】
　上記の実施形態においては、中空矩形状の密閉処理容器１１を用いる例を示したが、密
閉処理容器１１の形状は、矩形状に限るものではなく、円柱形状、円錐形状、角柱形状、
角錐形状など中空である種々の形状であってもよい。
【０１４９】
　上記の実施形態では、横型の密閉処理容器１１が示されており、第１の室１３と第２の
室１４は、設置面に対して同じ高さに横並びに配置されている例を示した。しかしながら
、密閉処理容器１１は縦型であってもよい。例えば、縦型の密閉処理容器１１では、第１
の室１３と第２の室１４が設置面に対して上下に配置される。或いは、第１の室１３と第
２の室１４の配置は、その他の配置であってもよい。例えば、第１の室１３と第２の室１
４が、脱塩処理膜２２を介して隣合せに、設置面に対して異なる高さに配置されてもよい
。
【０１５０】
　或いは、脱塩処理装置は、密閉処理容器内に、少なくともその一辺を中心に巻き込んだ
状態で脱塩処理膜を収容し、且つ脱塩処理膜を介して塩水と真水を区画できるような脱塩
処理膜エレメントを備える構成であってもよい。
【０１５１】
　また、上記の実施形態においては、第２の室１４に流入口１８を有する例を示したが、
流出口１９を流入口として利用してもよく、その場合、流入口１８は具備されなくてもよ
い。また、流入口１７および１８、流出口１９の配置される位置は、上記の実施例の位置
に限られるものではない。
【０１５２】
　実施例
　例１
　＜ろ紙へのシランカップリング剤の導入＞
　以下のように、ろ紙に対してシランカップリング剤を導入して、実施例１～５を作成し
た。
【０１５３】
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　ろ紙（１）の作製法
　Ｎ－２－（アミノエチル）－３－アミノプロピルメチルジメトキシシラン１００μｌを
トルエン１０ｍｌに加え、よく混合した。この混合液に桐山ロート用ろ紙（Ｎｏ５Ｂ）を
加え、１ｈ室温にて反応させた。反応終了後、トルエン、アセトン、Ｈ２Ｏにてよく洗浄
した。その後、１Ｍ　ＨＣｌ　ａｑ．にてアミノ基を塩酸塩とした後、過剰なＨＣｌはＨ

２Ｏにてよく洗浄した。これを１００℃のオーブンで２時間乾燥させることにより目的物
であるろ紙（１）を得た。これを実施例１とした。
【０１５４】
　ろ紙（２）の作製法
　Ｎ－２－（アミノエチル）－３－アミノプロピルメチルジメトキシシラン３００μｌを
トルエン１０ｍｌに加え、よく混合した。この混合液に桐山ロート用ろ紙（Ｎｏ５Ｂ）を
加え、１ｈ室温にて反応させた。反応終了後、トルエン、アセトン、Ｈ２Ｏにてよく洗浄
した。その後、１ＭＨＣｌ　ａｑ．にてアミノ基を塩酸塩とした。過剰なＨＣｌはＨ２Ｏ
にてよく洗浄した。これを１００℃のオーブンで２時間乾燥させることにより目的物であ
るろ紙（２）を得た。これを実施例２とした。
【０１５５】
　ろ紙（３）の作製法
　Ｎ－２－（アミノエチル）－３－アミノプロピルトリメトキシシラン５００μｌとイソ
プロピルアルコール１０ｍｌとを混合し、よく撹拌した。この混合液に桐山ロート用ろ紙
（Ｎｏ５Ｂ）を浸漬し、取り出した後、そのまま３時間風乾させた。これを７０℃のオー
ブンで３時間反応させ、Ｈ２Ｏにてよく洗浄した。その後、１ＭＨＣｌ　ａｑ．にてアミ
ノ基を塩酸塩とした。過剰なＨＣｌはＨ２Ｏにてよく洗浄した。これを１００℃のオーブ
ンで２時間乾燥させることにより目的物であるろ紙（３）を得た。これを実施例３とした
。
【０１５６】
　ろ紙（４）の作製法
　Ｎ－２－（アミノエチル）－３－アミノプロピルトリメトキシシラン５００μｌとイソ
プロピルアルコール１０ｍｌとを混合し、よく撹拌した。この混合液に桐山ロート用ろ紙
（Ｎｏ５Ｂ）を浸漬し、取り出した。その後、そのまま３時間風乾させた。これをもう一
度、新たに作製した前述の混合液に浸漬させ、取り出した。その後、そのまま３時間風乾
させた。これを７０℃のオーブンで３時間反応させ、Ｈ２Ｏにてよく洗浄した。その後、
１ＭＨＣｌ　ａｑ．にてアミノ基を塩酸塩とした。過剰なＨＣｌはＨ２Ｏにてよく洗浄し
た。これを１００℃のオーブンで２時間乾乾燥させることにより目的物であるろ紙（４）
を得た。これを実施例４とした。
【０１５７】
　ろ紙（５）の作製法
　Ｎ－２－（アミノエチル）－３－アミノプロピルトリメトキシシラン５００μｌをイソ
プロピルアルコール１０ｍｌに加え、よく撹拌した。この混合液に桐山ロート用ろ紙（Ｎ
ｏ５Ｂ）を浸漬し、取り出した。その後、そのまま３時間風乾させた。これをもう一度、
新たに作製した前述の混合液に浸漬させ、取り出した。その後、そのまま３時間風乾させ
た。これをさらにもう一度、新たに作製した前述の混合液に浸漬させ、取り出した。その
後、そのまま３時間風乾させた。これを７０℃のオーブンで３時間反応させ、Ｈ２Ｏにて
よく洗浄した。その後、１ＭＨＣｌ　ａｑ．にてアミノ基を塩酸塩とした。過剰なＨＣｌ
はＨ２Ｏにてよく洗浄した。これを１００℃のオーブンで２時間乾乾燥させることにより
目的物であるろ紙（５）を得た。これを実施例５とした。
【０１５８】
　＜ろ紙シリンジ試験＞
　（１）シリンジ試験装置
　図９（ａ）を参照しながら、シリンジ試験装置の作製について説明する。まず、２本の
１ｍｌツベルクリン用のディスポーザブル樹脂シリンジ９１および９２を用意した。これ



(24) JP 2016-13555 A 2016.1.28

10

20

30

40

50

らの樹脂シリンジ９１および９２のそれぞれの注射心をセットする側の先端をそれぞれ切
り落とした（Ｓ１）。得られた２つの切断されたシリンジ９１および９２の取っ手部位を
互いに向い合せてその間に２枚のゴムラバーと１組の脱塩処理膜を挟み込んだ。挟み込み
は、第１のシリンジ９１、第１のゴムラバー９３、機能性基を結合された基材（修飾基材
）９４、脱塩膜９５、第２のゴムラバー９６、第２のシリンジ９２とこの順番になるよう
に行い、クリップ（図示せず）で固定した（Ｓ２）。ここで、修飾基材は、脱塩膜の活性
層側に密着させて配置した。
【０１５９】
　これによりシリンジ試験装置９７を得た（Ｓ３）。脱塩膜５５としてＲＯ膜である日東
電工製ＥＳ２０を使用した。修飾基材９４は、実施例３、実施例４および実施例５を使用
した。第１および第２のゴムラバー９３および９６は板状のゴムラバーを使用し、図９（
ｂ）に示すように、各ゴムラバーには、直径５ｍｍの円形穴をそれぞれ開口した。
【０１６０】
　（２）シリンジ試験
　図１０に示すように、上記（１）で作製したシリンジ試験装置９７の第１のシリンジ９
１の開口部９８から第１のシリンジ内に純水を０．５ｍｌ注入した。更に、第２のシリン
ジ９２の開口部９９から第２のシリンジ内に純水を０．５ｍｌ注入した。何れの開口部か
らの純水の注入も、脱塩膜９５に接するまで行った。これを１５時間放置して、１５時間
の間に生じる、第１のシリンジ９１から第２のシリンジ９２への水の移動を観測した。結
果は、移動した水の体積（ｍｌ）を測定し、移動量として示した。比較のために、修飾基
材を配置させないブランクを用いて同様の実験を行った。
【０１６１】
　（３）結果
　結果を表１に示す。
【表１】

【０１６２】
　表１に示すように、シリンジ試験装置９７において、実施例３、４および５を配置した
場合には、第１のシリンジ内に注入された水は第２のシリンジ内に移動した。この結果か
ら、シランカップリング反応により基材に導入された機能性基により、第１のシリンジ内
の水を第２のシリンジ内に移動させることが可能になった。これは、修飾基材の機能性基
により浸透圧が誘起されたためであると考えられる。
【０１６３】
　＜高圧試験＞
　（１）高圧試験装置
　例１に記載の方法により得た実施例１および２について高圧試験を行った。
【０１６４】
　高圧試験に使用した高圧試験装置を図１１（ａ）に示す。試験装置１０１は、ポンプ（
図示せず）と、第１の接続コネクタ１０２と、セル１０３と、圧力計１０４と、第２の接
続コネクタ１０５と、第１の圧力解放弁１０６と、第２の圧力解放弁１０７とを具備する
。これらの部材を、互いに液体の流通が可能に接続した。
【０１６５】
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　セル１０３の構成を図１１（ｂ）に示す。セル１０３は、液体が通る流路を有する第１
の支持部材１１１、第１の支持部材１１１からの液体を受ける目皿１１２を具備する第２
の支持部材１１３、第１の支持部材１１１と第２の支持部材１１３の目皿１１２側面とに
この順で挟み込まれた脱塩膜１１４と修飾基材１１５、およびパッキンの役割を果たすＯ
リング１１６を具備する。第１の支持部材１１１の流路の開口部１１７から流入した水は
、脱塩膜１１４および修飾基材１１５を通過して目皿１１２に流れ込み、その後、目皿１
１２の底部から第２の支持部材１１３の外部に向けて開口された流出口から排出され、流
量が測定された。なお、ブランク試験では、セル内に修飾基材を配置しなかった。各修飾
基材は、脱塩膜の支持層側の表面に密着させて配置した。
【０１６６】
　図１１（ａ）および（ｂ）に示すように、実験では、ポンプから試験装置１０１のセル
１０３に純水を流し、浸透圧が１ＭＰａとなるように、ポンプならびに第１の圧力解放弁
１０６と第２の圧力解放弁１０７を調節した。浸透膜にはＲＯ膜の日東電工製ＥＳ２０を
使用した。修飾基材として実施例１および２を用いた。試験は何れも室温で行い、５分間
純水を流した。５分間の間に、脱塩処理膜を透過して目皿に滴下した水の重量を流量とし
て測定した。これを流量としてｇ単位で表した。
【０１６７】
　結果を表２に記載する。
【表２】

【０１６８】
　表２が示すように、実施例１および２の使用により、ブランクに比べて多くの水が脱塩
処理膜を通過して移動した。これは、修飾基材の機能性基により浸透圧が誘起されたため
であると考えられる。
【０１６９】
　例２
　＜グルタルアルデヒドを用いた基材の修飾＞
　（合成方法）
　１．グルタルアルデヒド
　架橋剤としてグルタルアルデヒドを使用し、ポリエチレンイミン、ペンタエチレンヘキ
サミンおよびトリス（２－アミノエチル）アミンを架橋し、そのポリマーを基材であるろ
紙に結合させた。
【０１７０】
　（１）ポリエチレンイミン
　桐山漏斗用ろ紙を５％ポリエチレンイミン溶液に１時間含浸した。一時間後にろ紙を取
り出して乾燥した。その後、得られたろ紙を１０％グルタルアルデヒド溶液に含浸した。
含浸は、１時間超音波をかけながら行った。得られたろ紙を取り出し、５％塩酸に５分間
含浸した。その後、純水で十分に洗浄し、ポリエチレン修飾ろ紙を得た。これを実施例６
とした。
【０１７１】
　（２）ペンタエチレンヘキサミン
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　桐山漏斗用ろ紙を５％ペンタエチレンヘキサミン溶液に１時間含浸した。一時間後にろ
紙を取り出して乾燥した。その後、得られたろ紙を１０％グルタルアルデヒド溶液に含浸
した。含浸は、１時間超音波をかけながら行った。得られたろ紙を取り出し、５％塩酸に
５分間含浸した。その後、純水で十分に洗浄し、ペンタエチレンヘキサミン修飾ろ紙を得
た。これを実施例７とした。
【０１７２】
　（３）トリス（２－アミノエチル）アミン
　桐山漏斗用ろ紙を５％トリス（２－アミノエチル）アミン溶液に１時間含浸した。一時
間後にろ紙を取り出して乾燥した。その後、得られたろ紙を１０％グルタルアルデヒド溶
液に含浸した。含浸は、１時間超音波をかけながら行った。得られたろ紙を取り出し、５
％塩酸に５分間含浸した。その後、純水で十分に洗浄し、トリス（２－アミノエチル）ア
ミン修飾ろ紙を得た。これを実施例８とした。
【０１７３】
　２．ホルムアルデヒド
　架橋剤としてホルムアルデヒドを使用し、ポリエチレンイミンを架橋し、そのポリマー
を基材であるろ紙に結合させた。
【０１７４】
　桐山漏斗用ろ紙を５％ポリエチレンイミン溶液に１時間含浸した。一時間後にろ紙を取
り出して乾燥した。その後、得られたろ紙を３５％ホルムアルデヒド溶液に含浸した。含
浸は、５０℃で１時間行った。得られたろ紙を取り出し、５％塩酸に５分間含浸した。そ
の後、純水で十分に洗浄し、ポリエチレン修飾ろ紙を得た。これを実施例８とした。
【０１７５】
　＜高圧試験＞
　上記の＜合成方法＞に記載の方法により得られた実施例６～８について、高圧試験を行
った。
【０１７６】
　高圧試験装置を図１１（ａ）に示す。試験装置１０１は、ポンプ（図示せず）と、第１
の接続コネクタ１０２と、セル１０３と、圧力計１０４と、第２の接続コネクタ１０５と
、第１の圧力解放弁１０６と、第２の圧力解放弁１０７とを具備する。これらの部材を、
互いに液体の流通が可能に接続した。
【０１７７】
　セル１０３の構成を図１１（ｂ）に示す。セル１０３は、液体が通る流路を有する第１
の支持部材１１１、第１の支持部材１１１からの液体を受ける目皿１１２を具備する第２
の支持部材１１３、第１の支持部材１１１と第２の支持部材１１３の目皿１１２側面とに
この順で挟み込まれた脱塩膜１１４と修飾基材１１５、およびパッキンの役割を果たすＯ
リング１１６を具備する。第１の支持部材１１１の流路の開口部１１７から流入した水は
、脱塩膜１１４および修飾基材１１５を通過して目皿１１２に流れ込み、その後、目皿１
１２の底部から第２の支持部材１１３の外部に向けて開口された流出口から排出され、流
量が測定された。なお、ブランク試験では、セル内に修飾基材を配置しなかった。各修飾
基材は、脱塩膜の支持層側の表面に密着させて配置した。
【０１７８】
　図１１（ａ）および（ｂ）に示すように、実験では、ポンプから試験装置１０１のセル
１０３に純水を流し、浸透圧が１ＭＰａとなるように、ポンプならびに第１の圧力解放弁
１０６と第２の圧力解放弁１０７を調節した。浸透膜にはＲＯ膜の日東電工製ＥＳ２０を
使用した。修飾基材として、実施例６～８を用いた。試験は何れも室温で行い、５分間純
水を流す間に、脱塩処理膜を透過して目皿に滴下した水の重量を測定して流量を得た。比
較のために、修飾していないろ紙を脱塩膜に接触して同じ試験を行った。
【０１７９】
　結果を表３に記載する。
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【表３】

【０１８０】
　表３が示すように、実施例６～８の使用により、ブランクに比べて多くの水が脱塩処理
膜を通過して移動した。これは、修飾基材の機能性基により浸透圧が誘起されたためであ
ると考えられる。
【０１８１】
　＜シリンジ試験＞
　図９（ａ）を参照しながら、シリンジ試験装置の作製について説明する。まず、２本の
１ｍｌツベルクリン用のディスポーザブル樹脂シリンジ９１および９２を用意した。これ
らの樹脂シリンジ９１および９２のそれぞれの注射心をセットする側の先端をそれぞれ切
り落とした（Ｓ１）。得られた２つの切断されたシリンジ９１および９２の取っ手部位を
互いに向い合せてその間に２枚のゴムラバーと１組の脱塩処理膜を挟み込んだ。挟み込み
は、第１のシリンジ９１、第１のゴムラバー９３、機能性基を結合された基材（修飾基材
）９４、脱塩膜９５、第２のゴムラバー９６、第２のシリンジ９２とこの順番になるよう
に行い、クリップ（図示せず）で固定した（Ｓ２）。ここで、修飾基材は、脱塩膜の活性
層側に密着させて配置した。
【０１８２】
　これによりシリンジ試験装置９７を得た（Ｓ３）。脱塩膜５５としてＲＯ膜である日東
電工製ＥＳ２０を使用した。修飾基材９４は、実施例６を使用した。第１および第２のゴ
ムラバー９３および９６は板状のゴムラバーを使用し、図９（ｂ）に示すように、各ゴム
ラバーには、直径５ｍｍの円形穴をそれぞれ開口した。
【０１８３】
　このシリンジ試験装置において、修飾基材として実施例６の修飾基材（ポリエチレンイ
ミンとグルタルアルデヒドの反応物）を用いた。修飾基材と脱塩膜との接着は、脱塩膜の
活性層側において行った。
【０１８４】
　次に、図１０に示すように、第１のシリンジ９１の開口部９８から第１のシリンジ内に
純水を０．５ｍｌ注入した。更に、第２のシリンジ９２の開口部９９から第２のシリンジ
内に純水を０．５ｍｌ注入した。何れの開口部からの純水の注入も、脱塩膜９５に接する
まで行った。これを２４時間放置して、２４時間の間に生じる、第１のシリンジ９１から
第２のシリンジ９２への水の移動を観察した。比較のために、修飾基材を配置せず、脱塩
膜のみを配置したブランクを用いて同様の実験を行った。結果は、移動した水の体積（ｍ
ｌ）を測定し、移動量として示した。
【０１８５】
　結果を表４に示す。
【０１８６】
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【表４】

【０１８７】
　表４から明らかであるように、実施例６は、ブランクに比べて多くの水を第１のシリン
ジから第２のシリンジに移動することができた。これは、修飾基材の機能性基により浸透
圧が誘起されたためであると考えられる。
【０１８８】
　例３
　＜ポリエチレンイミンに対する対イオンの種類についての検討＞
　ポリエチレンイミンの浸透圧に対するアニオンの種類の影響をシリンジ試験により検討
した。ポリエチレンイミンは、そこに含まれるプラスイオンのためにカチオンとして働く
。ポリエチレンイミンが、カチオンとして働く場合、その対イオンとなるアニオンの種類
によって、ポリエチレンイミンの浸透圧が影響される化合物否かについて検討した。
【０１８９】
　図１２（ａ）を参照しながら、シリンジ試験装置の作製について説明する。まず、２本
の１ｍｌツベルクリン用のディスポーザブル樹脂シリンジ９１および９２を用意した。こ
れらの樹脂シリンジ９１および９２のそれぞれの注射心をセットする側の先端をそれぞれ
切り落とした（Ｓ１）。得られた２つの切断されたシリンジ９１および９２の取っ手部位
を互いに向い合せてその間に２枚のゴムラバーと１組の脱塩膜を挟み込んだ。挟み込みは
、第１のシリンジ９１、第１のゴムラバー９３、脱塩膜９５、第２のゴムラバー９６、第
２のシリンジ９２とこの順番になるように行い、クリップ（図示せず）で固定した（Ｓ２
）。
【０１９０】
　これによりシリンジ試験装置９７を得た（Ｓ３）。脱塩膜５５としてＲＯ膜である日東
電工製ＥＳ２０を使用した。このＥＳ２０の活性層側が第２のシリンジ内を向き、ＥＳ２
０の支持層側が第１のシリンジ内を向くように配置した。第１および第２のゴムラバー９
３および９６は板状のゴムラバーを使用し、図１２（ｂ）に示すように、各ゴムラバーに
は、直径５ｍｍの円形穴をそれぞれ開口した。
【０１９１】
　このシリンジ試験装置において、共存するアニオンの種類が、ポリエチレンイミンの浸
透圧に与える影響について次のように検討した。
【０１９２】
　図１２（ｃ）に示すように、第１のシリンジ９１の開口部９８から第１のシリンジ内に
水中の１％または３．５％のＮａＣｌ水溶液を０．５ｍｌ注入した。第２のシリンジ９２
の開口部９９から第２のシリンジ内に、純水中に５重量％のポリエチレンイミンと５重量
％の酸とを含む混合液を０．５ｍｌ注入した。使用した酸は、塩酸、トリフルオロスルホ
ン酸、硫酸またはリン酸であった。これらの酸でカウンターアニオンを１種類ずつ試験し
た。比較のために、酸を添加せずに、５重量％のポリエチレンイミンのみを第２のシリン
ジ内に注入して同様の試験を行った。
【０１９３】
　その後、４時間放置し、４時間の間に第１のシリンジ内から第２のシリンジに移動した
水の量を観察した。結果は、移動した水の体積（ｍｌ）を測定し、移動量として示した。
【０１９４】
　結果を表５に示す。
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【表５】

【０１９５】
　表５から明らかであるように、塩素イオンが、対イオンであるアニオンとして存在する
と、ポリエチレンイミンのみが存在する場合に比べて、多くの水が第１のシリンジ内から
第２のシリンジ内に移動した。即ち、カチオンとしてのポリエチレンイミンと、アニオン
としての塩素イオンが存在する状態において、より多くの浸透圧が塩水側から真水側に向
い脱塩膜において生じることが明らかになった。
【０１９６】
　例４
　＜陰イオン交換樹脂による浸透圧への影響についての検討＞
　イオン交換樹脂を修飾基材として使用して、シリンジ試験を行った。
【０１９７】
　イオン交換樹脂として、アンバーライトを使用した。アンバーライトをメノウ乳鉢によ
り大きさが平均直径約１μｍ～１０μｍになるまで粉砕した。このような粉砕されたアン
バーライトを用いて、シリンジ試験を行った。
【０１９８】
　図１２（ａ）を参照しながら、シリンジ試験装置の作製について説明する。まず、２本
の１ｍｌツベルクリン用のディスポーザブル樹脂シリンジ９１および９２を用意した。こ
れらの樹脂シリンジ９１および９２のそれぞれの注射心をセットする側の先端をそれぞれ
切り落とした（Ｓ１）。得られた２つの切断されたシリンジ９１および９２の取っ手部位
を互いに向い合せてその間に２枚のゴムラバーと１組の脱塩膜を挟み込んだ。挟み込みは
、第１のシリンジ９１、第１のゴムラバー９３、脱塩膜９５、第２のゴムラバー９６、第
２のシリンジ９２とこの順番になるように行い、クリップ（図示せず）で固定した（Ｓ２
）。
【０１９９】
　これによりシリンジ試験装置９７を得た（Ｓ３）。脱塩膜５５としてＲＯ膜である日東
電工製ＥＳ２０を使用した。このＥＳ２０の活性層側が第２のシリンジ内を向き、ＥＳ２
０の支持層側が第１のシリンジ内を向くように配置した。第１および第２のゴムラバー９
３および９６は板状のゴムラバーを使用し、図１２（ｂ）に示すように、各ゴムラバーに
は、直径５ｍｍの円形穴をそれぞれ開口した。
【０２００】
　このシリンジ試験装置において、アンバーライトが、浸透圧に与える影響について次の
ように検討した。
【０２０１】
　図１２（ｃ）に示すように、第１のシリンジ９１の開口部９８から第１のシリンジ内に
純水を０．５ｍｌ注入した。第２のシリンジ９２の開口部９９から第２のシリンジ内に、
純水中に５重量％の粉砕したアンバーライトを含む懸濁液を０．５ｍｌ注入した。
【０２０２】
　その後、２４時間放置し、２４時間の間に第１のシリンジ内から第２のシリンジに移動
した水の量を観察した。結果は、移動した水の体積（ｍｌ）を測定し、移動量として示し
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た。
【０２０３】
　別に、図１２（ａ）に示すシリンジ試験装置において、脱塩膜９５と第２のゴムラバー
９６の間にアンバーライトを配置したことを除いて、上記と同様のシリンジ試験装置を作
製した。第１のシリンジ９１の開口部９８から第１のシリンジ内に純水を０．５ｍｌ注入
した。第２のシリンジ９２の開口部９９から第２のシリンジ内に純水を０．５ｍｌ注入し
た。その後、２４時間放置して、２４時間の間に第１のシリンジ内から第２のシリンジに
移動した水の量を観察した。結果は、移動した水の体積（ｍｌ）を測定し、移動量として
示した。
【０２０４】
　結果を表６に示す。
【表６】

【０２０５】
　表６から明らかであるように、アンバーライトおよび粉砕したアンバーライト（アンバ
ーライト粉末）を配置した何れの場合も、第１のシリンジ内から第２のシリンジ内への水
の移動が観察された。この結果から、イオン交換樹脂を修飾基材として使用することも可
能である。
【０２０６】
　例５
　＜イオン交換ろ紙の浸透圧に対する影響＞
　１．高圧試験
　イオン交換ろ紙を修飾基材として使用して高圧試験を行った。
【０２０７】
　高圧試験装置を図１１（ａ）に示す。試験装置１０１は、ポンプ（図示せず）と、第１
の接続コネクタ１０２と、セル１０３と、圧力計１０４と、第２の接続コネクタ１０５と
、第１の圧力解放弁１０６と、第２の圧力解放弁１０７とを具備する。これらの部材を、
互いに液体の流通が可能に接続した。
【０２０８】
　セル１０３の構成を図１１（ｂ）に示す。セル１０３は、液体が通る流路を有する第１
の支持部材１１１、第１の支持部材１１１からの液体を受ける目皿１１２を具備する第２
の支持部材１１３、第１の支持部材１１１と第２の支持部材１１３の目皿１１２側面とに
この順で挟み込まれた脱塩膜１１４と修飾基材１１５、およびパッキンの役割を果たすＯ
リング１１６を具備する。第１の支持部材１１１の流路の開口部１１７から流入した水は
、脱塩膜１１４および修飾基材１１５を通過して目皿１１２に流れ込み、その後、目皿１
１２の底部から第２の支持部材１１３の外部に向けて開口された流出口から排出され、流
量が測定された。なお、ブランク試験では、セル内に修飾基材を配置しなかった。各修飾
基材は、脱塩膜の支持層側の表面に密着させて配置した。
【０２０９】
　図１１（ａ）および（ｂ）に示すように、実験では、ポンプから試験装置１０１のセル
１０３に純水を流し、浸透圧が１ＭＰａとなるように、ポンプならびに第１の圧力解放弁
１０６と第２の圧力解放弁１０７を調節した。浸透膜にはＲＯ膜の日東電工製ＥＳ２０を
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使用した。修飾基材として、Ｆ－ＳＣ１０（株式会社ニチビ製，カチオン交換ろ紙）また
はＦ－ＳＡ１０（株式会社ニチビ製，アニオン交換ろ紙）を使用した。
【０２１０】
　試験は３０℃、１ＭＰａおよび送液速度２ｍｌ／ｍｉｎで行った。５分間純水を流す間
に、脱塩処理膜を透過して滴下した水の重量を測定して流量を得た。比較のために、修飾
基材を配置せずにＥＳ２０のみを配置した高圧試験装置で同様の試験を行った。
【０２１１】
　その結果、修飾基材として、Ｆ－ＳＣ１０を配置した場合、ＥＳ２０のみを配置したブ
ランクの場合と比べて、流量が１６％増加した。使用されたＦ－ＳＣ１０は、１ｍｍ以上
と平均的なろ紙よりも厚いろ紙である。この厚さの４５％程度を紙やすりで削り、同様の
試験を行った。この場合は、流量が１４％増加した。この結果から、Ｆ－ＳＣ１０の厚さ
は、Ｆ－ＳＣ１０のブランクに対する流量の増加率に影響しないことが分かった。
【０２１２】
　別に、修飾基材としてＦ－ＳＡ１０（株式会社ニチビ製，アニオン交換ろ紙）を用いて
、上記と同様の高圧試験装置を作製した。この装置を用いて同様の高圧試験を行った。
【０２１３】
　その結果、Ｆ－ＳＡ１０の場合、ブランクよりも流量が６％減少した。しかしながら、
Ｆ－ＳＡ１０の厚さを紙やすりで４０％分だけ削ったものを同様に試験したところ、ブラ
ンクよりも流量が６％増加した。この結果から、Ｆ－ＳＡ１０の場合では、Ｆ－ＳＡ１０
の厚さが、Ｆ－ＳＡ１０のブランクに対する流量の増加率に影響することが分かった。
【０２１４】
　更に別に、修飾基材としてＤＥ８１（Ｗａｔｔｍａｎｎ、アニオン交換ろ紙）を用いて
、上記と同様の高圧試験装置を作製した。この装置を用いて同様の高圧試験を行った。
【０２１５】
　その結果、ＤＥ８１の場合では、ブランクよりも流量が１％増加した。ＤＥ８１は上記
のろ紙よりも薄いろ紙である。次に、３枚のＤＥ８１を重ね合せて脱塩膜に密着させて配
置した高圧試験装置を作製した。この装置により高圧試験を行ったところ、ブランクに比
べて流量が１０％減少した。
【０２１６】
　これらの結果から、基材、例えば、ろ紙による圧損が、脱塩処理膜により得られる真水
の量に大きく影響する因子であると考えられた。
【０２１７】
　２．シリンジ試験
　図９（ａ）を参照しながら、シリンジ試験装置の作製について説明する。まず、２本の
１ｍｌツベルクリン用のディスポーザブル樹脂シリンジ９１および９２を用意した。これ
らの樹脂シリンジ９１および９２のそれぞれの注射心をセットする側の先端をそれぞれ切
り落とした（Ｓ１）。得られた２つの切断されたシリンジ９１および９２の取っ手部位を
互いに向い合せてその間に２枚のゴムラバーと１組の脱塩処理膜を挟み込んだ。挟み込み
は、第１のシリンジ９１、第１のゴムラバー９３、修飾基材９４、脱塩膜９５、第２のゴ
ムラバー９６、第２のシリンジ９２とこの順番になるように行い、クリップ（図示せず）
で固定した（Ｓ２）。ここで、修飾基材は、脱塩膜の活性層側に密着させて配置した。
【０２１８】
　これによりシリンジ試験装置９７を得た（Ｓ３）。脱塩膜５５としてＲＯ膜である日東
電工製ＥＳ２０を使用した。修飾基材９４は、イオン交換ろ紙であるＦ－ＳＣ１０（株式
会社ニチビ製，カチオン交換ろ紙）を用いた。第１および第２のゴムラバー９３および９
６は板状のゴムラバーを使用し、図９（ｂ）に示すように、各ゴムラバーには、直径５ｍ
ｍの円形穴をそれぞれ開口した。
【０２１９】
　（２）シリンジ試験
　図１０に示すように、上記（１）で作製したシリンジ試験装置９７の第１のシリンジ９
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１の開口部９８から第１のシリンジ内に純水を０．５ｍｌ注入した。更に、第２のシリン
ジ９２の開口部９９から第２のシリンジ内に純水を０．５ｍｌ注入した。何れの開口部か
らの純水の注入も、脱塩膜９５に接するまで行った。３０℃で水平において１５時間放置
して、１５時間の間に生じる、第１のシリンジ９１から第２のシリンジ９２への水の移動
を観測した。結果は、移動した水の体積（ｍｌ）を測定し、移動量として示した。
【０２２０】
　シリンジ試験の結果を図１３にセットＡとして示す。図１３から明らかであるように、
第１のシリンジ内の液量（図１３において大四角印で示す）は減少し、第２のシリンジ内
の液量（図１３において小四角印で示す）は増加した。この時に修飾基材として使用され
たＦ－ＳＣ１０は、６ｍｍｘ６ｍｍの四角のろ紙であった。
【０２２１】
　別に、更なるシリンジ試験を行った。そこにおいては、第２のシリンジ内に３．５％の
ＮａＣｌを水溶解して作製した塩水を０．５ｍｌ注入すること以外は、上記と同様な方法
により行った。この時に修飾基材として使用されたＦ－ＳＣ１０は、５ｍｍφのろ紙であ
った。
【０２２２】
　その結果を図１３にセットＢとして示す。図１３から明らかであるように、第１のシリ
ンジ内の液量（図１３において丸印で示す）は増加し、第２のシリンジ内の液量（図１３
において三角印で示す）は減少した。
【０２２３】
　これらの結果から、イオン交換ろ紙を修飾基材として使用できることが明らかになった
。
【０２２４】
　機能性基を脱塩膜の近傍に配置することにより、脱塩膜を含む脱塩処理膜に対して浸透
圧を生ずることが可能になり、それにより、従来よりも多くの流量で塩水から真水を得る
ことが可能になる。従って、従来よりも低エネルギーで海水から真水を得ることが可能に
なる。
【０２２５】
　例６
　＜カチオン性ポリマーを用いた基材の修飾＞
　以下のように、ろ紙に対してカチオン性ポリマーを修飾して、実施例９～１２を作成し
た。
【０２２６】
　（合成方法）
　１－（１）テトラキス（ブロモメチル）ベンゼン
　架橋剤としてテトラキス（ブロモメチル）ベンゼンを使用し、ポリエチレンイミンを架
橋し、そのポリマーを基材であるろ紙に結合させた。
【０２２７】
　具体的には、テトラキス（ブロモメチル）ベンゼン０．５ｇをアセトン２０ｍｌに溶解
させ、桐山漏斗用ろ紙を浸し、１０％水酸化ナトリウム水溶液を１０ｍｌ加えた。５０℃
で５時間撹拌したのち、ろ紙を取り出し、得られたろ紙を純水、アセトンで洗浄した。そ
の後、ポリエチレンイミンを１ｇ溶解させたアセトン２０ｍｌにろ紙を加え、５０℃で６
時間反応させた。反応後、ろ紙を取り出し、得られたろ紙を純水で洗浄し、５％塩酸に１
０分含浸させた。その後、純水で十分洗浄し、テトラキス（ブロモメチル）ベンゼン固定
ポリエチレンイミンが結合したろ紙を得た。これを実施例９とした。
【０２２８】
　１－（２）テトラキス（ブロモメチル）ベンゼン
　架橋剤としてテトラキス（ブロモメチル）ベンゼンを使用し、トリス（2-アミノエチル
）アミンを架橋し、そのポリマーを基材であるろ紙に結合させた。
【０２２９】
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　具体的には、テトラキス（ブロモメチル）ベンゼン０．５ｇをアセトン２０ｍｌに溶解
させ、桐山漏斗用ろ紙を浸し、１０％水酸化ナトリウム水溶液を１０ｍｌ加えた。５０℃
で５時間撹拌したのち、ろ紙を取り出し、得られたろ紙を純水、アセトンで洗浄した。そ
の後、トリス（２－アミノエチル）アミンを１ｇ溶解させたアセトン２０ｍｌにろ紙を加
え、５０℃で６時間反応させた。反応後、ろ紙を取り出し、得られたろ紙を純水で洗浄し
、５％塩酸に１０分含浸させた。純水で十分洗浄し、テトラキス（ブロモメチル）ベンゼ
ン固定トリス（２－アミノエチル）アミンが結合したろ紙を得た。これを実施例１０とし
た。
【０２３０】
　２－（１）テトラキス（ブロモメチル）メタン
　架橋剤としてテトラキス（ブロモメチル）メタンを使用し、ポリエチレンイミンを架橋
し、そのポリマーを基材であるろ紙に結合させた。
【０２３１】
　具体的には、テトラキス（ブロモメチル）メタン０．５ｇをアセトン２０ｍｌに溶解さ
せ、桐山漏斗用ろ紙を浸し、１０％水酸化ナトリウム水溶液を１０ｍｌ加えた。５０℃で
５時間撹拌したのち、ろ紙を取り出し、得られたろ紙を純水、アセトンで洗浄した。その
後、ポリエチレンイミンを１ｇ溶解させたアセトン２０ｍｌにろ紙を加え、５０℃で６時
間反応させた。反応後、ろ紙を取り出し、得られたろ紙を純水で洗浄し、５％塩酸に１０
分含浸させた。純水で十分洗浄し、テトラキス（ブロモメチル）メタン固定ポリエチレン
イミンが結合したろ紙を得た。これを実施例１１とした。
【０２３２】
　２－（２）テトラキス（ブロモメチル）メタン
　架橋剤としてテトラキス（ブロモメチル）メタンを使用し、トリス（２－アミノエチル
）アミンを架橋し、そのポリマーを基材であるろ紙に結合させた。
【０２３３】
　具体的には、テトラキス（ブロモメチル）メタン０．５ｇをアセトン２０ｍｌに溶解さ
せ、桐山漏斗用ろ紙を浸し、１０％水酸化ナトリウム水溶液を１０ｍｌ加えた。５０℃で
５時間撹拌したのち、ろ紙を取り出し、得られたろ紙を純水、アセトンで洗浄した。その
後、トリス（２－アミノエチル）アミンを１ｇ溶解させたアセトン２０ｍｌにろ紙を加え
、５０℃で６時間反応させた。反応後、ろ紙を取り出し、得られたろ紙を純水で洗浄し、
５％塩酸に１０分含浸させた。純水で十分洗浄し、テトラキス（ブロモメチル）メタン固
定トリス（２－アミノエチル）アミンが結合したろ紙を得た。これを実施例１２とした。
【０２３４】
　　＜高圧試験＞
　（１）高圧試験装置
　例６に記載の方法により得た実施例９～１２について高圧試験を行った。
【０２３５】
　高圧試験に使用した高圧試験装置を図１１（ａ）に示す。試験装置１０１は、ポンプ（
図示せず）と、第１の接続コネクタ１０２と、セル１０３と、圧力計１０４と、第２の接
続コネクタ１０５と、第１の圧力解放弁１０６と、第２の圧力解放弁１０７とを具備する
。これらの部材を、互いに液体の流通が可能に接続した。
【０２３６】
　セル１０３の構成を図１１（ｂ）に示す。セル１０３は、液体が通る流路を有する第１
の支持部材１１１、第１の支持部材１１１からの液体を受ける目皿１１２を具備する第２
の支持部材１１３、第１の支持部材１１１と第２の支持部材１１３の目皿１１２側面とに
この順で挟み込まれた脱塩膜１１４と修飾基材１１５、およびパッキンの役割を果たすＯ
リング１１６を具備する。第１の支持部材１１１の流路の開口部１１７から流入した水は
、脱塩膜１１４および修飾基材１１５を通過して目皿１１２に流れ込み、その後、目皿１
１２の底部から第２の支持部材１１３の外部に向けて開口された流出口から排出され、流
量が測定された。なお、ブランク試験では、セル内に修飾基材を配置しなかった。各修飾
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基材は、脱塩膜の支持層側の表面に密着させて配置した。
【０２３７】
　図１１（ａ）および（ｂ）に示すように、実験では、ポンプから試験装置１０１のセル
１０３に純水を流し、浸透圧が１ＭＰａとなるように、ポンプならびに第１の圧力解放弁
１０６と第２の圧力解放弁１０７を調節した。浸透膜にはＲＯ膜の日東電工製ＥＳ２０を
使用した。修飾基材として実施例１および２を用いた。試験は何れも室温で行い、５分間
純水を流した。５分間の間に、脱塩処理膜を透過して目皿に滴下した水の重量を流量とし
て測定した。これを流量としてｇ単位で表した。
【０２３８】
　結果を表７に記載する。
【表７】

【０２３９】
　表２が示すように、実施例９～１２の使用により、ブランクに比べて多くの水が脱塩処
理膜を通過して移動した。これは、修飾基材の機能性基により浸透圧が惹起されたためで
あると考えられる。
【０２４０】
　なお、本実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図
していない。本実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の
要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。本実施形態
やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明
とその均等の範囲に含まれる。
【０２４１】
　なお、本実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図
していない。本実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の
要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。本実施形態
やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明
とその均等の範囲に含まれる。
　以下に本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を実施形態の更なる例として
付記する。
［１］脱塩膜と、この脱塩膜に密着して配置され、シランカップリング処理された基材と
を備えたことを特徴とする脱塩処理膜。
［２］前記基材がセルロースまたは布であることを特徴とする［１］に記載の脱塩処理膜
。
［３］前記セルロースが紙であることを特徴とする［２］に記載の脱塩処理膜。
［４］前記基材がＨ２ＮＣＨ２ＣＨ２ＮＨＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉをその構造の一部分と
して有するアミノシランを具備し、前記アミノシランがアンモニウム塩の形態にあり、そ
の対イオンとしてアニオンを更に具備する［１］～［３］の何れか１項に記載の脱塩処理
膜。
［５］密閉処理容器と、この処理容器を第１の室と第２の室とに区画するための［１］～
［４］の何れか１項に記載の脱塩処理膜と、前記第１の室が位置する前記処理容器に設け



(35) JP 2016-13555 A 2016.1.28

10

20

30

40

50

られた第１の流入口と、前記第２の室に位置する前記処理容器に設けられた第２の流入口
と、前記第２の室に位置する前記処理容器に設けられた流出口と、前記第１の室に前記第
１の流入口を通して収容された塩水と、前記第２の室に前記第２の流入口を通して収容さ
れる真水とを具備し、前記脱塩処理膜の脱塩膜は前記塩水が収納される前記第１の室側に
配置されることを特徴とする脱塩処置装置。
［６］脱塩膜と、この脱塩膜に密着して配置され、式（II）または（III）の基を含む機
能性基が担持された基材とを備えることを特徴とする脱塩処理膜；
【化１０】

ここで、Ｒ１は、Ｈまたは炭素数５以下のアルキル基であり、Ｒ２はポリアミンまたはポ
リエチレンイミンであり、Ｒ３は炭素数５以下のアルキル基である。
［７］前記機能性基が、ジアルデヒド化合物とアミノ基を２つ以上含む化合物とを反応さ
せて得られた機能性基である［６］に記載の脱塩処理膜。
［８］前記機能性基が、ホルムアルデヒドとアミノ基を２つ以上含む化合物とを反応させ
て得られた機能性基である［６］に記載の脱塩処理膜。
［９］密閉処理容器と、この処理容器を第１の室と第２の室とに区画するための［６］～
［８］の何れか１項に記載の脱塩処理膜と、前記第１の室が位置する前記処理容器に設け
られた第１の流入口と、前記第２の室に位置する前記処理容器に設けられた第２の流入口
と、前記第２の室に位置する前記処理容器に設けられた流出口と、前記第１の室に前記第
１の流入口を通して収容された塩水と、前記第２の室に前記第２の流入口を通して収容さ
れる真水とを具備し、前記機能性基が担持される脱塩処理膜の面は、前記真水が収納され
る前記第２の室側に配置されることを特徴とする脱塩処置装置。
［１０］密閉処理容器と、この処理容器を第１の室と第２の室とに区画するための脱塩膜
と、前記脱塩膜の第２の室側近傍に配置された、アミノ基を含み、塩形態にある機能性基
を担持する基材と、前記第１の室が位置する前記処理容器に設けられた第１の流入口と、
前記第２の室に位置する前記処理容器に設けられた第２の流入口と、前記第２の室に位置
する前記処理容器に設けられた流出口と、前記第１の室に前記第１の流入口を通して収容
された塩水と、前記第２の室に前記第２の流入口を通して収容される真水とを具備するこ
とを特徴とする脱塩処置装置。
［１１］前記アミノ基を含み、塩形態にある機能性基のカチオンが、カチオン性のポリエ
チレンイミンであることを特徴とする［１０］に記載の脱塩処理装置。
［１２］前記塩形態における対イオンが、塩素イオンであることを特徴とする［１１］に
記載の脱塩処理装置。
［１３］前記基材が、シリカ粒子であることを特徴とする［１０］～［１１］の何れか１
項に記載の脱塩処理装置。
［１４］脱塩膜と、
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この脱塩膜に密着して配置され、イオン交換樹脂、その粉砕物およびイオン交換ろ紙から
なる群より選択された基材と、
を備える脱塩処理膜を用いて、塩水から水を取り出す脱塩処理方法であって、前記脱塩処
理膜の前記脱塩膜を前記塩水側に配置し、前記基材を真水側に配置することを特徴とする
脱塩処理方法。
［１５］脱塩膜と、この脱塩膜に密着して配置され、式（XI）で表される構造単位を有す
る機能性基が担持された基材とを備える脱塩処理膜；
【化１１】

ここで、Ｒ４は、アルキレン基もしくは芳香族基であり、Ｒ５は、ポリアミン、ハロゲン
または担体となるポリマーのいずれかである。
［１６］前記機能性基が、ポリアミンとハロゲン化アルキル基含有架橋剤を反応させて得
られた機能性基である［１５］に記載の脱塩処理膜。
［１７］密閉処理容器と、この処理容器を第１の室と第２の室とに区画するための［１５
］または［１６］の何れか１項に記載の脱塩処理膜と、前記第１の室が位置する前記処理
容器に設けられた第１の流入口と、前記第２の室に位置する前記処理容器に設けられた第
２の流入口と、前記第２の室に位置する前記処理容器に設けられた流出口と、前記第１の
室に前記第１の流入口を通して収容された塩水と、前記第２の室に前記第２の流入口を通
して収容される真水とを具備し、前記機能性基が担持される脱塩処理膜の面は、前記真水
が収納される前記第２の室側に配置されることを特徴とする脱塩処置装置。
【符号の説明】
【０２４２】
１．脱塩処理膜　　２．脱塩膜　　３．修飾基材　　４．基材　　５．機能性基
１０．脱塩処理装置　　１１．密閉処理容器　　１２．脱塩処理膜　　１３．第１の室１
４．第２の室　　１５．脱塩膜　　１６．修飾基材　　１７．第１の流入口
１８．第２の流入口　　１９．流出口　　２０．塩水　　２１．真水
７６．イオン交換樹脂
９１．第１のシリンジ　　９２．第２のシリンジ　　９３．第１のゴムラバー
９４．修飾基材、９５．脱塩膜、９６．第２のゴムラバー　　９７．シリンジ試験装置９
８．第１のシリンジの開口部　　９９．第２のシリンジの開口部
１０１．試験装置　　１０２．第１の接続コネクタ　　１０３．セル　　１０４．圧力計
１０５．第２のコネクタ　　１０６．第１の圧力解放弁　　１０７．第２の圧力解放弁１
１１．第１の支持部材　　１１２．目皿　　１１３．第２の支持部材　　
１１４．脱塩膜　　１１５．修飾基材　　１１６．Ｏリング　　１１７．流路の開口部



(37) JP 2016-13555 A 2016.1.28

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】



(38) JP 2016-13555 A 2016.1.28

【図９】
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【図１４】

【図１５】

【手続補正書】
【提出日】平成27年11月18日(2015.11.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　このような機能性基３５は、アルデヒドとアミンとの反応、即ち、アルドール反応によ
り形成されてよい。使用されるアルドール反応は、それ自身公知の何れの反応条件で行わ
れてよい。アルデヒド化合物とアミノ基を２つ以上含む化合物との反応は、例えば、次の
反応経路IまたはIIを経て行われてよい。

【化３】
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【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２９】
ここで、Ｒ４は、アルキレン基もしくは芳香族基であり、Ｒ５は、ポリアミン、ハロゲン
または担体となるポリマーのいずれかである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２４１】
　なお、本実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図
していない。本実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の
要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。本実施形態
やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明
とその均等の範囲に含まれる。
　以下に、実施形態の例を付記する。
［１］脱塩膜と、この脱塩膜に密着して配置され、シランカップリング処理された基材と
を備えたことを特徴とする脱塩処理膜。
［２］前記基材がセルロースまたは布であることを特徴とする［１］に記載の脱塩処理膜
。
［３］前記セルロースが紙であることを特徴とする［２］に記載の脱塩処理膜。
［４］前記基材がＨ２ＮＣＨ２ＣＨ２ＮＨＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉをその構造の一部分と
して有するアミノシランを具備し、前記アミノシランがアンモニウム塩の形態にあり、そ
の対イオンとしてアニオンを更に具備する［１］～［３］の何れか１項に記載の脱塩処理
膜。
［５］密閉処理容器と、この処理容器を第１の室と第２の室とに区画するための［１］～
［４］の何れか１項に記載の脱塩処理膜と、前記第１の室が位置する前記処理容器に設け
られた第１の流入口と、前記第２の室に位置する前記処理容器に設けられた第２の流入口
と、前記第２の室に位置する前記処理容器に設けられた流出口と、前記第１の室に前記第
１の流入口を通して収容された塩水と、前記第２の室に前記第２の流入口を通して収容さ
れる真水とを具備し、前記脱塩処理膜の脱塩膜は前記塩水が収納される前記第１の室側に
配置されることを特徴とする脱塩処置装置。
［６］脱塩膜と、この脱塩膜に密着して配置され、式（II）または（III）の基を含む機
能性基が担持された基材とを備えることを特徴とする脱塩処理膜；
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【化１０】

ここで、Ｒ１は、Ｈまたは炭素数５以下のアルキル基であり、Ｒ２はポリアミンまたはポ
リエチレンイミンであり、Ｒ３は炭素数５以下のアルキル基である。
［７］前記機能性基が、ジアルデヒド化合物とアミノ基を２つ以上含む化合物とを反応さ
せて得られた機能性基である［６］に記載の脱塩処理膜。
［８］前記機能性基が、ホルムアルデヒドとアミノ基を２つ以上含む化合物とを反応させ
て得られた機能性基である［６］に記載の脱塩処理膜。
［９］密閉処理容器と、この処理容器を第１の室と第２の室とに区画するための［６］～
［８］の何れか１項に記載の脱塩処理膜と、前記第１の室が位置する前記処理容器に設け
られた第１の流入口と、前記第２の室に位置する前記処理容器に設けられた第２の流入口
と、前記第２の室に位置する前記処理容器に設けられた流出口と、前記第１の室に前記第
１の流入口を通して収容された塩水と、前記第２の室に前記第２の流入口を通して収容さ
れる真水とを具備し、前記機能性基が担持される脱塩処理膜の面は、前記真水が収納され
る前記第２の室側に配置されることを特徴とする脱塩処置装置。
［１０］密閉処理容器と、この処理容器を第１の室と第２の室とに区画するための脱塩膜
と、前記脱塩膜の第２の室側近傍に配置された、アミノ基を含み、塩形態にある機能性基
を担持する基材と、前記第１の室が位置する前記処理容器に設けられた第１の流入口と、
前記第２の室に位置する前記処理容器に設けられた第２の流入口と、前記第２の室に位置
する前記処理容器に設けられた流出口と、前記第１の室に前記第１の流入口を通して収容
された塩水と、前記第２の室に前記第２の流入口を通して収容される真水とを具備するこ
とを特徴とする脱塩処置装置。
［１１］前記アミノ基を含み、塩形態にある機能性基のカチオンが、カチオン性のポリエ
チレンイミンであることを特徴とする［１０］に記載の脱塩処理装置。
［１２］前記塩形態における対イオンが、塩素イオンであることを特徴とする［１１］に
記載の脱塩処理装置。
［１３］前記基材が、シリカ粒子であることを特徴とする［１０］～［１２］の何れか１
項に記載の脱塩処理装置。
［１４］脱塩膜と、
この脱塩膜に密着して配置され、イオン交換樹脂、その粉砕物およびイオン交換ろ紙から
なる群より選択された基材と、
を備える脱塩処理膜を用いて、塩水から水を取り出す脱塩処理方法であって、前記脱塩処
理膜の前記脱塩膜を前記塩水側に配置し、前記基材を真水側に配置することを特徴とする
脱塩処理方法。
［１５］脱塩膜と、この脱塩膜に密着して配置され、式（XI）で表される構造単位を有す
る機能性基が担持された基材とを備える脱塩処理膜；
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【化１１】

ここで、Ｒ４は、アルキレン基もしくは芳香族基であり、Ｒ５は、ポリアミン、ハロゲン
または担体となるポリマーのいずれかである。
［１６］前記機能性基が、ポリアミンとハロゲン化アルキル基含有架橋剤を反応させて得
られた機能性基である［１５］に記載の脱塩処理膜。
［１７］密閉処理容器と、この処理容器を第１の室と第２の室とに区画するための［１５
］または［１６］の何れか１項に記載の脱塩処理膜と、前記第１の室が位置する前記処理
容器に設けられた第１の流入口と、前記第２の室に位置する前記処理容器に設けられた第
２の流入口と、前記第２の室に位置する前記処理容器に設けられた流出口と、前記第１の
室に前記第１の流入口を通して収容された塩水と、前記第２の室に前記第２の流入口を通
して収容される真水とを具備し、前記機能性基が担持される脱塩処理膜の面は、前記真水
が収納される前記第２の室側に配置されることを特徴とする脱塩処置装置。
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